
第 11回 がん診療提供体制のあり方に関する検討会

議事次第

日 時:平成 30年 4月 11日(汰)10:00-12:00

場 所 :厚生労働省 12階 専用 15会議室

1 開 会

2 議 題

1)がん診療連携拠点病院等の指定要件の見直しについて

3 報 告

1)がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について

2)がん診療連携拠点病院等の指定について

4 その他

【資料】

資料1 これまでのがん診療連携拠点病院等の指定要件等の見直しに関する論点

資料2 がん診療連携拠点病院等の指定要件の見直しについて①(がん医療提供体制)

資料3 がん診療連携拠点病院等の指定要件の見直しについて② (緩和ケア･相談支援.

情報提供･地域連携)

資料4 がん診療連携拠点病院等の指定要件の見直しについて(卦(医療安全)

資料5 がん診療連携拠点病院等の指定要件の見直しについて④(指定における課題)

資料6 がん診療連携拠点病院等の指定要件の見直しに関する報告書

資料7 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について

資料8 がん診療連携拠点病院等の指定について

参考資料1 がん診療提供体制のあり方に関する検討会開催要綱

参考資料2 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ開催要綱

参考資料3 がん診療連携拠点病院等の整備について(平成 26年1月 10日健発 0110第7号厚

生労働省健康局長通知)
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がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキ ンググルー プの

主な論点がん診療連携拠点病院等の指定要件について〇 第3期がん対

策推進基本計画を念頭に､拠点病院等の指定要件を検討すべきである○○ 以下に挙げる論点の検討においては､地域がん診療連携拠点病院､都道府県が

ん診療連携拠点病院､及び地域がん診療病院のそれぞれにおいて求められる要件を検討すべきではないかo

1.診療に関する事項① 以

下の事項を新たに追加 してはどうか｡● 医療安全について> 特定機能病院や第三者

認定の取扱について● 支持療法について● チーム医療について● 第三者による医療機関の評価や拠点病院間の定期的な

実地調査等 (質の格差の解消)について● 指定要件を満たしていない可能性のある拠点病院等に対する指導方針について

●

保険適応外の免疫療法等の取扱いについて② ｢必須｣､｢原則必須｣､｢望ましい｣の3種類の要件を設けている

が､求めている水準について整理 してはど

うか｡③ 手術療法､放射線治療､

化学療法､緩和ケア､病理診断について､現行の指定要件をもとに再検討 しては

どうか｡● 診療体制､診療従事者の配置について

> 標準治療の実施について> 高齢者のがんや治療を要する生活習慣病患者への診療支

援体制について> AYA世代のがん患者の診療体制につ

いて> 核医学療法 (RI内容療法等)について> 外来化学療法､外来放射線療法に

ついて> 必要な人的

配置について● 緩和ケアについて> ｢がん等における緩和ケアの更なる推進に関する検討会における議論の整理｣(平

成28年12月)について> 緩和ケアの実績 (緩和ケア外

来患者数や緩和ケアチームの介入患者数など)について> 緩和



○ キャンサーボードのあり方について

> キャンサーボードの構成員.内容について

> キャンサーボードの記録について

④ 診療実績について､再検討してはどうか｡

● 診療実績の数値とカウント方法について

> 現況報告書の実績のカウント法について

> 既存の診療報酬の算定件数について

● 地域がん診療連携拠点病院､都道府県がん診療連携拠点病院の診療実績(塾(カバー率)のあり

方について

● 現在の新規指定推薦書 (現況報告書)の内容について

2.相談支援 ･地域連携に関する事項

⑤ 相談支援センターについて､現行の指定要件をもとに再検討 してはどうか｡

● 相談支援センターの業務内容や診療従事者の配置について

● 相談支援センターをより広く周知させるための要件について

● 相談支援センターの実績を要件とすることについて

+ ピアサポートについて

⑥ 地域連携､社会連携について検討してはどうか

● 地域の医療機関との連携について

● 在宅や介護支援について

● がん教育について

3.その他の事項

⑦ 二次医療圏に一つの原則について見直 してはどうか

● 拠点病院と地域がん診療病院の関係について



第3回 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するwG

各論1.･がん医療の提供体制を中心に議論

○ 診療体制､診療従事者の配置について
> 標準治療の実施について
> 核医学療法 (RI内容療法等)について
> 外来化学療法､外来放射線療法について
> 必要な人的酉己置について

● 保険適応外の免疫療法等の取扱いについて
● 診療実績の数値とカウント方法について
> 現況報告書の実績のカウント法について

> 既存の診療報酬の算定件数について

12/25

がんゲノム医療中萩罪点病床等の農膚にj野する題財産LH

毎継続事項
相談支援センターの業務内容や診療従事者の配置について
相談支援センターをより広く周知させるための要件について

削 回 がんお汁連鵬 踊 院等の指定要件に関するwG｢
各論2がん医療を支える事項を中心に議論
● 支持療法について
● チーム医療について

● 診療体制､診療従事者の配置について
> 高齢者のがんや治療を要する生活習慣病患者への診療支援体制について
㌢ AYA世代のがん患者の診療体制について

● 緩和ケアについてl
> ｢がん等における緩和ケアの更なる推進に関する検討会における議論の整理｣ (平成28年12月)について
> 緩和ケアの実祷 (緩和ケア外来患者数や緩和ケアチームの介入患者数など)について
> 緩和的放射線治療について
> AdvancedCarePEanning(ACP)T=ついて

● キャンサーボー ドのあり方について
> キャンサーボ-ドの構成員 ･内容について
> キャンサーボー ドの富己録について

● 相談支援センターの実績を要件とすることについて
● ビアサポー トについて
● 地域の医療機関との連携について
● 在宅や介護支援について
● がん教育について

第5回 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するwG

各論3医療体制の質の確保や地域完結型医療に関する事項を中心に諾請
● 医療安全について
> 特定捷能病院や第三者認定の取扱について

+ 第三者による医療桟関の評価や拠点病院間の定期的な実地調査等 (質の格差の解消)について
● 指定要件を満たしていない可能性のある拠点病院等に対する指導方針について

● 地域がん診療連携拠点病院､都道府県がん診療連携拠点病院の診療実緯② (カバー率)のあり方につ
いて

● 現在の新規指定推薦書 (現況報告書)の内容について
● 拠点病院と地域がん診療病院の関係について

がんゲノム医療中藤罪点虜慶等の題定/=厨する掛 金
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6 第6回 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するwG

各論4:院内がん登竜劉こついて
取りまとめの詩論
●指定要件に関するワ-キンググループの報告書について

第11回 がん診療提供体制のあり方に関する検討会

● 指定要件に関するワーキンググループの報告書の確認

改定した指定要件について通知

がん@疲連舶 点鵜 等の措定l=Mする虜.,y会 〔3K)哉舌鼓の農定要件での題定



>平成26年1月 がん診療連携拠点病院等の整備について(健康局長通知) ※現行の整
備指針● 拠点病院のない二次医療圏-のがん

医療のさらなる均てん化のため､地域がん診療病院を新設した｡● 特定のがん種について高度な診療楼能を持つ医療楼閣を､都道府県内の当該がん種の診療拠
点と位置づけるため､特定領域がん診療連携拠点病院を新

設した｡>平成26年6

月 医療介護総合確保推進法 公布>平成27年5月 国民健康保険法 改正>平成

27年12月 がん対策加速化プラン 策定>平成28年1月 が

ん登録推進法 施行>平成28年9月 医療法 改正>平成28年12月 がん対策基本法 改正>平成29年10月 がん対策推進基本計画 改定

>平成30年3月 がん対策推進基本計画 改定!･,.i:〒l･蔽 ㍉点.:一宇∴〒･:'-==L_ 二･_ :今回の指定要件見直し

のポイント∴チエ阜医療の更なる推挙･保険適応外の治療に関する事前審査∴ ､I/:診療機能による拠点病院め分類. .∴第三者評価q)活用等による質の評価 ,等棄…∫藩 猿慧捧誉め:が滋頼義蓑痩牽き奉業串菌類/…拳≡萎磐 藁書駕 美
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【チ-ム医療】(第4回wG)

> キャンサーボードに関して多織種の参加を促すようにしてはどうか

O> キャンサーボードの開催に当たつては治療方針だけではなく､一定のスクリーニングを行った上

で､患者の抱える社会的な問題についても検討する場としてはど

うかo> 医科歯科連携については､引き続き拠点病院における医療体制として求めては

どうかo【AYA世代のがん】(第

4回wG)> AYA世代のがん患者に対するニーズに対して相談や情報提供できる体制を求め

てはどうかo> 生殖機能の温存について適切な相談､情報提供ができる体制を整備

してはどうかo【質の評価

】(第5回wG)> 診療提供体制の質の確保.改善のため､ピアレビューや第三者評価を活用してはどうか

0 3<診療実績>

がん診療連携拠点

病院2002.相対的な評価･当該2次医療圏に居住するがん患者のうち､2割程
度について診療実績があること｡ 地域がん

診療病院いることが望

ましい｡<医療施設> ※｢概ねJについては

要件の9割程度としている.がん診療連携拠点病院

･放射線治療に関する検案の
設置(リニアックなど､体

外照射を行うための機器であることo)医療 ･外来化学療法室の設置
施設 ･原則とし

て集中治療室設置･白血病を専門とする分
野に掲げる場合は､無菌室設置 地域がん

診療病院自施設で放射線治療を提供する場合には､
放射線治療機器の設置(リニアックなど､体外照射を行

うための機器であること｡)外来化学療法圭は同左集中治療室



<診療従事者に関する指定要件>

がん診療連携拠点病院 地域がん診療病院

手術療法に携わる常勤医師

･放射線治療に携わる専従医師(原則として常勤)

･放射線診断に携わる専任医師(原則として常勤)

･常勤､専従の放射線技師(2名以上の配置､放射線治療専
放射線診断.治 門放射線技師が望ましい)

療 ･機器の精度管理､照射計画等に携わる常勤の技術者(医
学物理士であることが望ましい)

･放射線治療室への常勤.専任者講師の配置(がん放射線
療法看護認定看護師であることが望ましい)

手術療法に携わる医師放射線治療を実

施する場合は専従医師の常置放射線診断医の規定無し常勤､専従の放射線技師(放射線治療専門放射

線技師が望ましい)技術者の規定無し放射線治
療を実施する場合は放射線治療室への常勤､専任看護師の配置(がん

放射線療法看護認定看護師であることが望ましい)･病理診断に携わる常勤.専従の医師･専任の細胞診新業務に

携わる者(細胞検査士が望ましい)節(原則と



拠点病院等における治療実績

(手術療法) ∴ ∵}∴

がん診療連携拠点病院(n=40

0)160 平均値=1034

.8件140 中央値=857.5件120 最高値=5806件施 100 最低値

=92件霊 室三傑 ､＼＼"＼､＼＼＼､ 際l撃 警;o姦%

6T回る l0 十 十 予 言

∵ + + + 了 +悪性腰痛の手術件数(平成27年1月1日～

12月31日)400件以下:51施設(うち医師数が概ね300人を下回る2次医療圏内の
施設:42施設)360件以下:45施設(うち医師数が概ね300人を下回る2次医療圏内の

施設:38施設) 7拠点病院等における治療実績
(

薬物療法) て∵ ∴ 丁子㌃ ∴がん診療連携拠点病院(n=

400)鷲 ::oo ] - 墓室搭

4 l‡ 麿 認 諾30%0会を下回る

I. 6 8 5 4 2 &+ ∵∴ ∵∴ ∵ +がん薬物治療延べ患

者数(平成27年1月1日-12月31日)1000人以下:93施設(うち医師数が概ね30

0人を下回る2次医療圏内の施設:59施設)900人以下:78施設(うち医師数が概ね30



拠点病院等における治療実績

(放射線療法) ∴ 二 二十㌦

がん診療連携拠点病院(n=40

0)180 平均値‥429
.7人160

140 + 中央値:335人最

嘉値:2647人_* 120

最低値ニ27人点100蛋 …Z40200ZOO人 3

闇 雲 慧 認 諾蒜会

を下回る l1-200 201-400 401-600 601-800 801-

10001001-1200 1201-放射線治療延べ患者

数(平成27年1月1日-12月31日)久下:84施設(うち医師数が概ね300

人を下回る2次医療圏内の施設:58施設)180人以下:65施設(うち医師数が概ね300
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第1回小児･AYA世代のがん医療･支援のあり方に関する検討会褒料4(清水参考人提出資料)より抜粋(H29121)

アンメットニー なかった-unmetあった=met
治療中に必要だった情報順 (15歳以上発症､その他､無回答を除く)

以下の情報が欲しかった (%). .unmet 庄met unmetneeds(%)

掛 治療のこと-竺 竺 ｣I i Il

t桂済的なこと 82.8%ための食生活 80.2%容姿のこと 77.1%儀を持つこと) 70.3%晴好の変化等 66.1%二の関係のこと 65.3%仕事のこと 63.8%腰巻との交詫 62.5%生き方.死に方 59.5%弓の将来のこと 56.5%二の関係のこと 52.6%
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73がんの

遺伝の可不妊治療や生殖披能に関する閉環(将来､自分の子他の思春期.若年成人期発症のがん患者･経

第1巨‡小児IAYA世代のがん医療･支援のあり方に関する検討会賃料5(古井参考人提

出賃料)より抜粋(H2912ー11/情報提供を行う1国欝 cQ畑挙児希望を有する

がん患者に対して,どのような妊学位に関連する情報を提供すべきか?監≡3･

1.がん治療医は.何よりもがん治療を蚤倭先とする｡ 匹≡凋 なし2.がん治療医は,がん治療によって生殖可能年齢内に不妊となる可能性およびそれに関する情報

を患者に伝える｡ 紅溺 適なし3.挙児希望がある場合.がん治療医は.可能な限り早期に生殖医療を専門とする医師を紹介す



厚生労働省委託費がん診療速決拠点病院pDCAサイクル

体制韓化事業国立がん研究センター加藤雅志先生提供斉料(一部改変)/:≡.､γ′㌔㌔L,:磯､ざγ.三三
{/Tb蒙'?葦三三㌔∴離メ′モミも三三;/::/LSきて,こ

㌧泳/～､彬:1号′右

､づ'::'【日的】●都道府県全体で､医療水準を向

上させていくためのPDCAサイクル確保の標準的方法は未整備であるo

●特に､緩和ケアは画一的な書面のみで評価することが困難であるo●本事業

では､拠点病院の緩和ケアの向上を目指し､同じ都道府県内の他の拠点病院や外

部の専門家等が施設訪問を行う○そして､現場で困っていることを中心とした課題

の解決に向けた話し合いを行い､具体的な臨床活動の改善を目指す○●国立がん研究センタ-は､緩和ケアの質の向上



■■一瞥ヨ諸種ヨ∈捌 獅喜
現行の整備指針 見直し

(案)診療提供体制 ･我が国に多いがんに対する集学的治療と標準的治 (釈)院内がん登録や診療に係るデータ(D

PC等)の届療の提供 出(釈)保険適応外あるいは一般的ではない医療行為を･我が国に多いがんに対するクリ

ティカルパスの整備と活用状況の把握 行う際の事前審査.事後

評価と適切なインフォー･症状緩和や医療用麻薬の適正使用に関するマ二ユ

ムド.コンセントの取得アルやグノテイカルパスの整備と活用状況の整備 (釈)保険適応外の
免疫療法の取扱い(原則､臨床研･キャンサーボードの

実施(月1回以上) 究での実施)･グループの地域がん診療病院とのカンファレンス (新)苦痛の

スケノーニングの更なる徹底(緩和ケアか･グループの地域がん診療病院との人材交流 ら移動)(新)キャンサーボードへの多韓種の参加(新)キャンサーボードの検討内容の記

録(新)AYA世代のがんへの診療提供体制手術療法 量魚姐･術中迅速病理診断が可能な体制･病理診断室の設置･手術部位感染に関するサーベイランス･グループ指定の地域がん診療病院との連携去且重量･手術療法に携わる常勤の医師

･病理診断に携わる常勤の医師(

専従) 現行通り 17i請を葺 当∈翫源調 藍 讃

現行の整備指針 見直し(莱)化学療法 畳監蛙赴 畳鉄建艶･外来化学療法の設置･苦痛のスクリーニング･緊急時の入院体制･レジメン管理のための委員会の設置･グループ指定の地域がん診療病院との連携A且藍五･化学療法に携わる常勤の医師(専任､原則専従)･常勤の薬剤師(専任)･常勤の看護師(専任､原則専従 現行通り

A旦臣亙(修)診療従事者の原則専従⇒専従放射線療法 畳監捷動 基盤幽･lMRT等の高度な

治療に関する地域との連携体静 (修)ⅠMRTについては自施設での実施が

望ましい○･第三者機関による出力測定等の品質管理 (現行の地域との連携でも可)

･グループ指定の地域がん診療病院との連携 (新)核医学治療等の高度な放射線治療については･外照射枝器の整備ム急患畳 適切な医療機関との連携

(修)第三者機関による出力測定の原則必須化(新)緩和的放射線治療の実施.情報提供ム且監置･放射線診断に携わる医師(専任､原則常勤)･放射線治療に携わる常勤の医師(専従､原則常勤)･常勤の診療放射線技師(専従､2人以上が望ましい)
･常



き葦墓当岳盈喜源調 監護

現行の整備指針 見

直し(案) 19その他 医巌が鹿ね300人鼻下B)る医療宵について 医巌が捷ね300

人右下同る医療感について･当面の間の人的要件綬和･放射線治療に携わる常勤の医師(専任､原則常勤)ぐ通常は専従･病理診断に携わる医師(専従)ぐ通常は常勤巨富皮研究及び調香研宅･政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究へ >(修)｢当面の問｣の撤廃(期限を決め
る)○底庄研費及び調香研費の協力体制

(新)臨床研究法に則った実施体制･施床研究の成果の広報 (新)臨
床研究､先進医療､治験､患者申出療養･参加中の治巌の広報

に関する説明と､必要に応じて専門的な施･cRCの配置･臨床研究.治験に対する普及啓発 設への紹介

pDCAサイクルの確度 pDCAサイクルの確保･自施設の診療棲能や診療実績等に関するpDCA (新)Q
ualityⅠndicatorを用いた診療の質の評価サイク

ルの確保 (新)医療安全を含めた質の確保のための第三者･実施状況に関す



rJゝ二Il.
第3-6回がん診療連携拠点病院等の
指定要件に関するワーキンググループ
資料に基づき

作成がん診療連携拠点病院等に

おける指定要件の見直しにつ

いて②(緩和ケア･相談支援･情報提供･地域連

携)厚生労働省
健康局がん.疾病対策課



【相談支援】(第3･4回wG)> 相談支援センターに必要な人的配置や業務内容について再検討してはどうか｡> 相談
支援に関する実績に関する評価指標や指定要件を定めてはどうか｡> 相談支援センターの周知を病院全体として取り組むようにして

はどうか｡【情報提供
】(第4.6回wG)> 院内がん登録に関する指定要件について､｢がん登録等の推進に関する法律｣及び｢

院内がん登録の実施に係る指針｣に基づいて
必要な修正を行うべきではないか｡> 拠点病院においては5大がん以外のがんについても院内がん登録に対応できるように体制を整備

するべきではな
いか｡> 拠点病院の取組として､拠点病院における医

療従事者が､がんに関する普及啓発を行ってはどうか

｡【地域連携】(第4回wG)
> 拠点病院等と地域の医療.介護従事者等が連携できるよ

うに情報を共有する場を整備してはどうか｡> 外来診療を中心に､拠点病院が地域の医療機関等と､役割
分担や診療支援を行うことで､質の担保(指定要件と見な

すこと)ができるようにしてはどうか｡> 医科歯科連携については､引き続き拠点病院における医療体制として求めてはどうか｡

3(背景)これまで緩和ケアの均てん化を目指し､拠点病院を中心に基本的な緩和ケア研修の実

施､専門的な緩和ケアの体制整備等に取り組んできたOこれまでの現状と課題を踏まえ､緩和ケアの更なる推進について議

論の整理を行った｡(平成28年12月)> 緩和ケア

の提供体制緩和ケアの質に関する指標や基準が確立され
ていない｡専門的な緩和ケアの診療機能の維持向上等に課

題がある｡施設全体の緩和ケアの連携が図られていない｡拠点病院以外の病院における

緩和ケアの状況について+分把握できていない｡地域に

おいて､切れ目のない緩和ケアの提供体制が構築できていない.緩
和ケア病棟にも､緊急時のバックベッドとしての役割等が求

められている｡ 寺> 緩和

ケア研修会､卒前 ･卒後教育緩和ケア研修会の受講率は､拠点病院の主

治医であっても約半数に止まっている (平成27年9月時点)O緩和ケア研修会の開催は､
拠点病院の負担になっている｡様々なレベルの参加者に対応した目標設

定ができていない｡緩和ケア研修会の効果判定が患者アウ
トカムでないC卒前 ･卒後教育において､緩和ケア
を学ぶ機会を確実に確保する必要がある｡

守> 医療用麻薬､介護､小児等､がん以

外の疾患の緩和ケア国民は､医療用麻薬に対する誤解があるO介

護する家族と悪者が寄り添える療養環境の整備が不十分｡緩和ケアが小児･AYA世代の患者に十矧こ届いていない.
がん以外

の疾憲に対する緩和ケアのニースや臨床現場における実態がわかっていない｡ 等 緩和ケアの貫を評価

するための指

標や基準を確立するC専門的な人相の適正配置及び指和ケア



緩和ケアセンターの整備
※都道府県がん診療連携拠点病院は平成28年3月までに整備｡

1. 緩和ケアセンター長 (管理的立場の常勤医師)

2. 専 任 の 身 体 症 状 担 当 医 師 (緩和ケアチーム医R)

(原則､常勤マ専従であることが望ましい)

3. 精 神 症 状 担 当 医 師 (緩和ケアチーム医軌

(常勤､専任であることが望ましい)

4. 緊 急 緩 和 ケア病 床 担 当 医 師
(原則､常勤｡2_3と兼任可)

5. ジェネラルマネージャー
(組経営鰯 を有する専従の常勤看護師)

(がん看護専門零細 またはがん電鍵関連の認定看護師が望苦しい)

6. 専従の常勤看護師 2名以上
(がん看護専門看護婦またはがん肴複関連の認定看護師)

(緩和ケアチームの専従の常勤者講師と兼任可)

7. 薬剤師 (緩和薬物療法認定薬剤師が望まLL､)

8. 専 任 の 相 談 支 援 に携 わ る者
(相談支援センターと兼任可､実際の勤務は相談支援センター内で可)

9. 歯 科 医 師
10. 医 療 心 理 に携 わ る者 (監房心理士が望ましい)

11 理 学 療 法 士 1-8までは緩和ケアセンタ-に配 毘

12. 管 理 栄 養 士 される入射として確保が或められるn

13.歯 科 衛 生 士 9-13は遮揺することが望ましい-

第19回緩和ケア推進検討会

緩和ケアセンターにおける主な活動内容⑳ 緩和ケアチーム､

緩和ケア外来､緩和ケア病棟等を有機的に統合⑳ 専門的緩和ケアを提供する院内拠点絶縁の整備

○緩和ケアチームが主体となり以下の活

動を行う｡1.がん看護カウンセリング(がん看護外来)
2.外来や病棟看護師等との看護カンファレン

ス3.緊急緩和ケア病床における症状緩和
4.地域の医療機

関の診療従事者と協働した緩和ケアにおける連携協力に関するカンファレンスの定期開催5.連携協力している医療機関等を対象にした患者の
診療情報に係る相談等､いつでも連絡を取れ

る体制の

整備6.患者･家族に対する



篭 緩和ケア研修会の受講率(平成29年6月30日時点)-▼▼---r▼

(がん.疾病対策課

調べ) 7鷹igb萄 O♂がん等の診療に携わる
医師等に対する緩和ケア研修会ロ がん等の診療に携わる全ての医療従事者が基

本的な緩和ケアについて正しく理解し､緩和ケアに関する知識や技術､態度を修得することを目的

とする◆緩和ケア研修会とは･｢e-learning｣及び｢集

合研修｣で構成◆研修対象者･がん等の診療

に携わる全ての医師･歯科医師-がん診療連携拠

点病院等においては受講すべき-がん診療連携拠点病院と連携する在宅療

養支援診療所･病院､緩和ケア病棟を有する

病院においては受講が望ましい･医師･歯科医師と協働し､緩和ケアに従事するその他の医療従事者

◆緩和ケア研修

会で設置する者･集合研修

一集合研修主催責任者一集合研修企画責任者(緩和ケア指導者研修会修了者･精神腫疫学指導者
研修会修了者*

)一集合研修協力者

一集合研修事務担当者 *:精神腫療学指導者研修会修了者に



トがん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会②

注意点



がん相談支援センター
○ 全国のがん診療連携拠点病院等に設置されているがんの相談窓口｡

○ 院内及び地域の医療従事者の協力を得て､院内外のがん患者や家族､地域の住民及び医療機関等からの
相談に対応する｡国立がん研究センターがん対案情報センターによる ｢相談支援センター相談員研修
･基礎研修｣(1)～(3)を修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人ずつ配置している｡

i



垂〟 響 ,､ 蔓て

八､ > へ

ア がんの病態､標準的治療法等がん診療及びがんの予防･早期発見等に関する一般的な情報の

提供イ 診療機能､入院.外来の待ち時間及び診療従事者の専門とする分野･経歴など､地域の医療機関及び

診療従事者に関する情報の収集､

提供ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師の

紹介エ がん患者の療養上の

相談オ 就労に関する相談(産業保健等の分野との効果的な連携による提供が望ましい｡

)力 地域の医療機関及び診療従事者等におけるがん医療の連携協力体制の事例に関する情報の収集､

提供キ アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療

相談ク HTLV-1関連疾患であるATLに関する医療

相談ケ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者サロンの定期開催等の患者活

動に対する

支援コ 相談支援センターの広報･周知

活動サ 相談支援に携わる者に対する教育と支援サービス向上に向けた

取組シ その他相談支援に関する

こと*業務内容については相談支援センターと別部門で実施されることもあることから､その場合にはその旨

を掲示し必要な情報提供を行うこ

と｡がん相談支援センターの相談
件数期間 施設数 総数 平

均 中央値平成20年6月～7月 375 61,785

174.0 58.0平成23年6月～7月 397 94,9

05 242.1 127,0平成26年6月～7月 401

130,643 325.8 190.0平成28年6月～7月

434 166,963 384.7 212.0H20､H23､H26､H28年度がん診療連携拠点病院現況報告書より作

成2ケ月間で相談件数が100件に満たない

拠点病院数平成20年
234病院平成23年160病院

平成26年78病院
平成28年101病

院0(U【
U321】 第4回がん診療連扶拠点病院

等の指定要件に関するWG資料4(H29.1227),dJb.叫qn叶帖 Jhn,帆 h Fh 牌 ､



がん相談支援センターの役割
○患者･家族の治療と暮らしの両立を支える

第4回がん診療連携拠点病院

等の指定要件に関するWG

資料4(H291227)

平成25年1.2月 ｢がん登録等の推進に関

する法律｣が成立平成28

年 1月 施行○ 病院等が､がんの患者を診断
した際に届出○ 都道府県を通じで情報を



第一院内

がん登録の意義 l 第6回がん診療連携誕点緒等の指定要件に関するW哨料2(H30316)院内がん登録は､法第二条第四項において､｢がん医療の提供を行う病院にお
いて､そのがん医療の状況を適確に把握するため､当該病院において診療が行

われたがんの罷患､診療､転帰等に関する詳細な情報を記録し､及び保存することをいう｡｣と規定されて

いる｡第二院内がん登録の実施の

ための体制一組織体制院内がん登録を実施するに当たっては､腐肉が

ん登録に係る実務に関する責任部署を明確にするとと等から積成され､
当該病院における院内がん登録の運用上の課題の評価及び活用に係る規定の策定等を行う機関を設置する



第4回がん診療連携拠点病院

等の指定要件に関するWG

喪料G(H291227)

拠点病院等においては､整備指針に基づき､在宅療養支援診療所･病院､緩和ケア病
棟等と協働するためのカンファレンスを開催するなど､切れ目のないがん医療を提供する
ための体制整備を進めてきた｡
しかし､拠点病院等と地域の医療機関とが連携して取り組む相談支援､緩和ケア､セカ
ンドオピニオン等については､地域間で取組に差があるとの指摘がある｡
｢地域連携クリティカルパス｣は､拠点病院等が地域の医療機関と連携し､切れ目のな

いがん医療を提供するためのツールであるが､その運用は､それぞれの拠点病院等に
任されており､運用の状況に差があるとの指摘があるO
拠点病院等と､在宅医療を提供する医療機関､薬局､訪問看護ステーション等との連

携体制が十分に構築できていないことから､退院後も､継続的な疫病緩和治療を在宅で
受けることが出来るようにする必要があるとの指摘がある｡
がん患者がニーズに応じて利活用できる機関としては､医療機関以外にも､地域統括

相談支援センター､地域包括支援センター等が設置されているが､これらの機関での連
携についても､地域ごとに差があり､利用が進まない状況にある｡

(取り組むべき施策)

第4回がん診療連携拠点病院

等の指定要件に関するWG

資料6(H291227)

国は､切れ目のない医療･ケアの提供とその質の向上を図るため､地域の実情に応じ
て､かかりつけ医が拠点病院等において医療に早期から関与する体制や､病院と在宅医
療との連携及び患者のフォローアップのあり方について検討する｡

国は､拠点病院等と地域の関係者等との連携を図るため､がん医療における専門･認
定看護師､歯科医師､歯科衛生士､薬剤師､社会福祉士等の役割を明確にした上で､多
職種連携を推進する｡その際､施設間の調整役を担う者のあり方や､｢地域連携クリティ
カルパス｣のあり方の見直しについて検討する｡

国は､地域で在宅医療を担う医療機関等において､拠点病院等の医療従事者が連携
して診療を行うこと､地域の医療･介護従事者が拠点病院等で見学やカンファレンスに参
加したりすること等の活動を可能とする連携･教育体制のあり方を検討する｡

拠点病院等は､緩和ケアについて定期的に検討する場を設け､緊急時の受入れ体制､
地

の充実を図る｡また､国は､こうした取組を実効性あるものとするため､施設間の調整役
を担う者の養成等について必要な支援を行う｡

20



(現状･課題)

法第23条では､｢国及び地方公共団体は､

第4回がん診療連携拠点病院

等の指定要件に関するWG

資料6(H291227)

国民が､がんに関する知識及びがん患者に
関する理解を深めることができるよう､学校教育及び社会教育におけるがんに関する教
育の推進のために必要な施策を講ずるものとする｣とされている｡

(中略)

国民に対するがんに関する知識の普及啓発は､｢がん医療に携わる医師に対する緩和
ケア研修等事業｣や､職場における｢がん対策推進企業等連携事業｣の中で推進してき
た｡しかし､民間団体が実施している普及啓発活動への支援が不十分であるとの指摘が
ある｡また､拠点病院等や小児がん拠点病院のがん相談支援センターや､国立がん研
究センターがん情報サービスにおいて､がんに関する情報提供を行っているが､それら
が国民に十分に周知されていないとの指摘がある｡

(取り組むべき施策)

都道府県及び市町村において､教育委員会及び衛生主管部局が連携して会議体を設
置し､医師会や患者団体等の関係団体とも協力しながら､また､学校医やがん医療に携
わる医
う､国は必要な支援を行う

現行



現行の整備指針 見直し(莱

)地域連携 弘. 協 ⊥(修)｢地域連携の推進佐剤｣に変更(修)患者と共有が可能なパス又はマニ

ュアルを痘痕連携.癌E,r)連接の 力佐剤 -･地域の医療税関との患者の受け
入れ.紹介･地域の緩和ケアの提供体制の情

報提供 整備･地域の医療機関との診断.治療に関する (鰭)医科歯

科連携の更なる推進連携協力体制 (新)既存の会議も利用し

ながら､医療提供体制､･地域連携クリティカルパスの整備 社会的支援､
緩和ケア､緊急時の対応等を･二次医療圏内のがん診療の情報の集約と提供 含めて情寺

昆共有や役割分担を年1回以上の･院内､地域の歯

科医師との連携による口腔ケ 議論の提供 (蘇)

連携する医療校閲等との共同した診療や相･症状緩和に係る地域連携クリティカルパスやマニュアルの整備･退院時の共同の診療計画の作成･退院支援の際の意志決定支援と､退院前カ



II与り.
第3-6回がん診療連携拠点病院等の
指定要件に関するワーキンググループ
資料に基づき

作成がん診療連携拠点病院等に
おける指定要件の見直しにつ

いて③(医療安

全)厚生労働省

健康局がん.疾病

対策課L ･.い∴ 二 己十 ､..1;;=!.､､

･【医療安全】(第5回

wG)> 拠点病院等の医療安全について指定要件に明記してはど

うか｡> 医療安全管理部門の設置を拠点病院に求めてはど

うか｡> 人的配置については特定機能病院の承認要件を参考にしながら､検討してはどうか



(現状･課題)
これまで､我が国では､

第5回がん診療連携誕点病院

等の指定要件に関するWG

資料2(H30213)

準寧華甲軍里 ミ4(,甲 声華 :不甲や 野 草甲心に､苧_qt,i.琴郵
放射線療法､薬物療法等を効果的に組み合わせた集学的治療や緩和ケア(以下｢集学
的治療等｣という｡)の提供､がん患者の病態に応じた適切な治療･ケアの普及に努めて
きたCまた､拠点病院等を中心に､キャンサーボードの実施､がん相談支援センターの設
置､院内がん登録の実施等に取り組み､全ての国民が全国どこにいても質の高いがん
医療が等しく受けられるよう､がん医療の均てん化を進めてきた｡
しかしながら､標準的治療の実施や相談支援の提供など､拠点病院等に求められてい
る取組の中には､施設間で格差があることも指摘されている｡
また､近年､医療安全に関する問題が指摘されているが､拠点病院等においても事故
が度々報告されるなど､医療安全に関する取組の強化が求められている｡

(取り組むべき施策)
国は､拠点病院等における質の格差を解消するため､診療実績数等を用いた他の医
療機関との比較､第三者による医療機関の評価､医療機関間での定期的な実地調査等
の方策について検討する｡

国は､拠点病院等の整備指針の要件を満たしていない可能性のある拠点病院等に対
する指導方針や､各要件の趣旨や具体的な実施方法等の明確化等について検討する｡

国は､拠点病院等の要件の見直しに当たっては､ゲノム医療､医療安全､支持療法な
ど､新たに追加する事項を検討する｡

･特定機能病院の医療安全に関する要件を参考に

がん診療連携拠点病院等の医療安全に関する

指定要件を定めてはどうか｡(第7回:H28.

7.7)特定機能病院以外の病院では､医師や看護師等

の人員を医療安全に配置することが困難な場合もあるの

ではないか｡(第7回:H28.

7.7)拠点病院の診療の質の担保に関して､第三者に

よる病院機能評価を活用してはどうか｡(第10回:H29.10.1



現行の整備指針 見直し(案)

医療安全 ･ 該当する

項目なし 責 重病安全佑剖の等倍(新)医療安全管理部門の設置(新)医師､裏剤師､看護師の配置施設要件 人的配置 その他医師 薬剤師 看護師都道府県拠点 ･医療安全管理部門の設置･医療安全管理者の酉己

置(右記参罪)･医療安全に関する窓口の設置 常勤

かつ専任 常勤かつ専任(専従が望ましい) 常勤かつ



:_L'':享子_5_
第3-6回がん診療連携拠点病院等の
指定要件に関するワーキンググループ
資料に基づき

作成がん診療連携拠点病院等に

おける指定要件の見直しにつ
いて④(指定における課

題)厚生労働省

健康局がん,疾病

対策課i ト:-/:._. . 言 ‡::I.､.:-:.;-:-- :喜.;.∴

ミ【診療実績の評価】(第5回
WG)> カバー率については引き続き相対的評価として運用してはど

うか.> 二次医療圏ではなく､都道府県が設定するがんの医療圏毎の指定としてはど
うか｡> 同一の医療圏に複数の拠点病院を推薦する場合の条件を明記してはどう

か｡【指定要件を満たしていない場合の指導】(第5回
WG)> 現況報告書で､指定要件を満たしていないことが疑われる場合は､実地調査も含め､拠点

病院に確認を行うことを整備指針に明記してはど
うか｡> 指定要件を満たしていないことが確認できた場合は､指定期間中であっても指定の検討会

で取扱いについて検討することとしてはどう

か｡【診療体制の変化】(第5回
WG)> 移転や機能の分化.統合など､病院診療体制に変化があった際は､指定の検討会にて検討

することとしてはどうか



1.｢がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針｣において､具
体的な診療実績を要件として求めているが(悪性腫癌の手術件数 年間400件以上 等
)､｢概ね満たすこと｣とされており､指定の可否について検討する際に判断が難しい

ことから､明確化する必要がある｡2. 地域がん診療連携拠点病院については､2次医療圏内に原則1カ所と
されているが､複数の医療機関が同一の2次医療圏から新規推薦される場合は､｢当該

都道府県におけるがん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確である場合には､この限りではないものとする｣とされている｡旦二
の



指針において､｢地域がん診療連携拠点病院については､2次医療
圏(都道府県拠点病院が整備されている2次医療圏を除く｡)に1カ所｣とされている｡複
数の医療機関が同一の2次医療圏から新規推薦される場合､｢当該都道府県にお

けるがん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られるこ
とが明確である場合には､この限りではな

いものとする｣とされている｡指針または｢がん診療連携拠点病院等の指定の考え方｣の

中に､以下のような内容を追記してはどうか○> 診療実績①を含めた指定要件
を全て充足していること｡> 新規推薦の医療機関における診療実績が､同-2次

医療圏内において既に指定を受けているがん診療連携拠点病院を上回る場合は､当
該医療機関を先に推薦しなかった理由などを十分に説明すること｡

等

第7回がん診療提供体制のあり方に関する検討会資料4より抜粋 (H287

7)がん診療連携拠点病院に指定されている医療機関が移転に伴い本院と付属外来
センタ-に分かれることとなったOその際､外来化学療法室が付属外来センター

に移行することとなり､本院のみでは指定要件を全て充足することが出来なくなっ

た｡本案件の



* ぬ ぬ 意 表 嘉表 題 監 慧芸∧渋､済 還蕊 惑 短頭′萱誠慈 意 .§遜､緩 .ぎyfL:ンぬ 第5回がん診療連携拠点病

院 讃1拠点

病院(400)実績要件(

丑を概ね満たしているiYes(297) l ※平成28

年現況報告を基に作成実績要件(塾を概ね満たしている(カバー率のカットオ

フ値を18%に設定)実績要件①で

満たしていない項目数実績要件①で満たしていない項目数

7l第 6回 が ん 診 療 連 携 拠 点 病 暁 等 の 指 定 要 件 に 関 す る WG資 料 3

(H30 3116)(丑 全ての拠点病院等に対し､毎年現況報告書にて指定要件の充足状況に

ついて報告を求める｡② 指定要件の充足状況に疑義があると判断された場合に文書での確認や実地調査を行い､指定要件の充足

状況を確認する｡③ 調査の結果､指定要件の未充足が確認された場合､勧告､地域がん診療病院また
は塗地域がん診療達蔑拠点病院への指定類型見直し､指定取り消し等の指導方針を指定

の検討会に提案する｡④ 指定の検討会からの答申を受け､当該拠点病

院等への通知を行うo現況報告

書にて充足状況を確認充足

状況に疑義がある場合文書での確認や実地調査

による充足状況の確認未充足であ

ることを確認した場合指定の

検討会にて対応を検討･未充

足状況が軽微であるC･横幕の故障や入れ替えなど
理由が明確であるC 診療実績に著しく低い項目がある

｡勧告を受けているが改善が見られ

ない｡自施設だけでは集学的治
療等を提供できずグループ化が
妥当である｡

等指定類型の見直し ･医療安

全



地域がん診療
連携拠点病院

第6回がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するyJG資料3(

-L: / ･-::Ti

地域がん診療連携拠点病院

指慧 の鼻 骨

･ 必須要件に加え､望ましい要件を複
数満たす｡

･ 相談支援センターへの医療従事者の
配置や緩和ケアセンターの整備

･ 同一医療圏のうち診療実績が最も優
れているD
等の診療機能が高いと判断された場合
に指定｡

現行の地域がん診療連携拠点病院と
同様｡

指定要件を
充足した場合

平成31年以後に既指定の拠点病院で､
指定要件の充足状況が不十分であると
判断された場合に経過措置的に指定類
型を見直す｡
未充足である状況が持続した場合は指
定の取消しも検討する｡

旧 新 a)既指定病院が同一医療圏内

で移転する場合･ 都道府県にて診療提供体制に問題な
いか確認の上､厚生労働省に

届出を求める｡･ 更新の場合､診療実績については新旧合算すること

を認める｡②同一医療圏内で移転した病院を新

規推薦する場合･ 診療実績については新旧合算する

ことを認める｡･ 新規推薦については移転した次年度より受け

付ける｡③既指定病院が医療圏をまたいで

移垂云する場合･ 現在の指定については原則継

続を認めない｡･ 患者の受療状況等､地域の状況によっては個別に

検討する｡･ 新規推薦をする場合は新病院のみの診療実績で

検討する｡(盈医療圏をまたいで移転した病院を新

規推薦する場合･ 新規推薦をする場合は新病院のみの実績で検討する｡



ジ姦妄惑義
-



現行



[二重 互コ

がん診療連携拠点病院等の指定要件の見直しに

関する報告書

平成30年4月11日

がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ

F→



はじめに

我が国のがん対策については､がん対策基本法 (平成 18年法律第98号)

及び同法の規定に基づく ｢がん対策推進基本計画｣(平成 30年3月9日間議

決走｡以下 ｢基本計画｣という｡)により､総合的かつ計画的に推進している

ところである｡

基本計画に基づき､全国どこでも質の高い医療を受けることができるよう､

がん医療の均てん化を推進するため､がん診療連携拠点病院等1(以下 ｢拠点

病院等｣という｡)の整備が進められ､平成30年4月1日現在437施設が拠

点病院等として指定されている｡

これまでの拠点病院等を中心としたがん医療提供体制の整備により､がん

医療の均てん化については一定の成果が得られているOその一方､拠点病院

等の取組に格差があること､がんのゲノム医療など一定の集約化が望ましい

分野があること､拠点病院等における医療安全の確保が必要であること等の

課題が指摘されている.

こうした課題に対し､拠点病院等の指定要件の見直しを含めた､がん医療

の更なる充実のため､｢がん診療提供体制のあり方に関する検討会｣(以下､

｢本検討会｣という｡)が設置され､がん医療の提供体制について検討してき

たところである｡今般､本検討会の下に設置された ｢がん診療連携拠点病院

等の指定要件に関するワーキンググループ｣とともに､拠点病院等における

質の格差を解消するための方策や､拠点病院等の指定要件に新たに追加すべ

き事項等､拠点病院等の指定要件の見直しについて議論を行った｡

本検討会においては､平成〇年〇月から平成30年4月まで〇回､同ワーキ

ンググループにおいては､平成29年8月から平成30年3月まで6回に渡り

拠点病院等の指定要件に関して議論を重ね､今般､以下の通り､議論の内容

を報告書として取りまとめた｡

1本報告書における ｢拠点病院｣とは､がん診療連携拠点病院 (都道府県がん診

療連携拠点病院､地域がん診療連携拠点病院)､特定領域がん診療連携拠点病院､

国立がん研究センター中央病院及び東病院の総称を指す｡また､｢拠点病院等｣

とは､｢拠点病院｣と地域がん診療病院の総称を指す｡
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Ⅰ がん診療連携拠点病院等の指定について

･ 現行の整備指針 (｢がん診療連携拠点病院等の整備について｣(平成26年1

月10日健発0110第7号厚生労働省健康局長通知)のことをいう｡以下同じ｡)

のⅠについて､以下の議論を踏まえ､見直すべきである｡

(i) 2次医療圏に1カ所の原則について

･ 現行の整備指針では､都道府県がん診療連携拠点病院 (以下 ｢都道府

県拠点病院｣という｡)は､都道府県に1カ所､地域がん診療連携拠点病

院 (以下 ｢地域拠点病院｣という｡)は､2次医療圏に1カ所を原則とし

て整備することとされている｡

･ 一方､都道府県が定める医療計画については､｢医療計画について｣(辛

成29年3月31日により､がんの医療圏を2次医療圏とは異なる圏域に

設定することが可能となり､実際に平成30年度より異なる圏とした都道

府県もあることから､2次医療圏に地域拠点病院を1カ所整備するとい

う原則について､都道府県が定める医療計画でのがん医療圏 (以下 ｢が

ん医療圏｣という.)に一カ所整備することと変更してはどうかという意

見があった｡

･ こうした議論を踏まえ､今後は､がん医療圏に地域拠点病院を1カ所

整備することを原則とすべきである｡なお､がん医療圏が2次医療圏と

一致していない場合については､個別にがん診療連携拠点病院等の指定

に関する検討会 (以下 ｢指定の検討会｣というO)にて医療圏の状況につ

いて都道府県より説明を求めるべきである｡

･ また､同一がん医療圏に複数の医療施設を拠点病院として指定する場

合の基準を定めるべきである｡

(ii) 診療機能による地域拠点病院の類型について

･ 指定期間中であっても､診療実績や人員配置など､整備指針に定める

指定要件を満たしていない拠点病院があることが､現況報告書より確認

されている｡

･ 現行の整備指針では､｢厚生労働大臣は､がん診療連携拠点病院､特定

領域拠点病院､地域がん診療病院が指定要件を欠くに至ったと認めると

きは､その指定を取り消すことができるものとする｡｣とされているが､

具体的な手続きについては定められていない｡

･ また､現行の整備指針の指定要件を満たせなくなったことにより､拠

点病院等の指定が取り消された場合には､当該医療圏が､地域拠点病院

の空白の医療圏となる恐れがあるとの指摘があった｡

･ そこで､均てん化の維持を目的として､指定要件を満たしていないと

考えられる地域拠点病院については､地域拠点病院ではなく､地域がん

診療病院やそれと同等のものとして取り扱ってはどうかとの意見があっ

た｡
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また､地域拠点病院の中で､集約化が必要とされるような高度な医痩

機能を有する施設に対しては､インセンティブをつけてはどうかといラ

意見があった｡

こうした議論を踏まえ､地域拠点病院については､診療機能に応じて､

地域がん中核拠点病院 (仮称)､地域がん診療連携拠点病院 (仮称)､準

地域がん診療連携拠点病院 (仮称)の3類型に分類すべきである｡

地域がん中核拠点病院 (仮称)については､指定要件上の必須要件に

加え､望ましいとされている要件を複数充足していること､がん相談支

援センター､緩和ケア等の取組が優れていること､同一医療圏内におい

て診療実績が最も優れていること等の要件を充足していることを前提に､

指定の検討会にて検討の上､指定することとすべきである｡具体的には､

高度な放射線治療を提供可能であることや､がん相談支援センターにお

ける看護師や社会福祉士､精神保健福祉士等の医療従事者の配置が充実

していること､都道府県拠点病院の指定要件である緩和ケアセンターの

整備がなされていること等を勘案すべきである｡なお､同一医療圏に複

数の地域拠点病院が指定されている場合については､地域がん中核拠点

病院は原則として当該医療圏に1カ所に限るべきである｡

地域がん診療連携拠点病院 (仮称)は､指定要件上の必須要件をすべ

て満たした病院について､指定の検討会にて検討の上指定することとす

べきである｡

準地域がん診療連携拠点病院 (仮称)については､平成31年4月1日

以降に指定された地域がん中核拠点病院 (仮称)又は地域がん診療連携

拠点病院 (仮称)が指定期間内で指定要件の必須要件を満たさなくなっ

たことが実態調査により明らかとなった場合に､指定の検討会において

検討された上で指定することとすべきである｡

指定期間中に､既に指定されている地域拠点病院の診療体制の変更を

含め､指定要件の充足状況について疑義が生じた場合など､厚生労働大

臣が必要と判断した場合は､厚生労働大臣は､都道府県に対し､文書で

の確認や実地調査等の方法により当該地域拠点病院について実態の調査

を行うよう求めることとすべきである｡

当該地域拠点病院の取扱いについては､指定の検討会において､実態

調査の結果に基づき検討すべきである｡

指定の検討会での意見を受け､各類型として満たすべき要件を満たし

ていないとされた地域拠点病院に対しては､都道府県による指導を行ラ

よう勧告することや､指定類型の見直し又は指定の取り消しを行うこと

ができることとすべきである｡

また､新たな地域拠点病院の類型に応じて､がん診療連携拠点病院機

能強化事業における補助内容に違いを設けることについても検討すべき

である｡
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Ⅱ.地域がん診療連携拠点病院の指定要件について

1 診療体制

(1) 診療機能

･ 現行の整備指針のⅡの1 (1)について､以下の議論を踏まえ､見

直すべきである｡

(丑 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供

(i)必要な情報の届出について

･ 拠点病院等には集学的治療及び標準的治療を提供することが求

められており､各該拠点病院等の治療の質を評価するために必要

となる院内がん登録や診療実績に係るデータ (DPC等)を届け出る

こととすべきである｡

(ii)保険適応外の免疫療法等について

･ 拠点病院は､集学的治療及び標準的治療を提供する場であるが､

一方で､保険適応外の先進的な治療や研究的な治療を実施する場

合がありうることが指摘されている｡

･ また､近年 ｢免疫チェックポイント阻害剤｣等の免疫療法が治

療選択肢の一つとなっているが､免疫療法については科学的根拠

が十分でないものもあり､保険適応外の治療法も多いことが指摘

されている｡

･ こうした点を踏まえ､保険適応外の免疫療法等の治療法の取扱

いについて整備指針で要件を明記すべきである｡

･ 具体的には､未承認薬の使用や承認薬の適応外使用､新しい術

式や楼器の使用等で高度な治療については､その適用の安全性や

妥当性､倫理性について検討するための組織 (倫理審査委員会､

薬事委員会等)を設置し､病院として検討及び事後評価を行うこ

ととすべきである｡

･ また､事前検討の結果承認された保険適応外の治療については､

患者に対し適切な説明を行い､患者の同意を得た上で行うことと

すべきである｡

t 特に､保険適応外の免疫療法を行う場合については､科学的根

拠の集積を目的に､原則として治験や先進医療を含めた臨沫研究

の枠組みで行うこととすべきであるO

(iii)キャンサーボー ドの機能強化について

･ がん医療の提供においては､状況に応じた多職種によるチーム

医療の推進が必要である｡

･ これまで､がん患者の病態に応じた適切な医療を提供できるよ
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う､拠点病院に対しキャンサーボー ドの開催を求めてきたが､医

師以外の職種に関する規程や､記録等の規程がないとの指摘があ

った｡

･ こうした点を踏まえ､キャンサーボー ドの開催に当たっては､

患者の医学的問題のみならず社会的問題についても検討し､歯料

医師や薬剤師､看護師､栄養士 (管理栄養士を含む)､歯科衛生士､

理学療法士､作業療法士､言語聴覚士､社会福祉士 (医療ソーシ

ャルワーカー)等の専門的多職種の参加を必要に応じて求めるこ

ととすべきである｡

･ また､キャンサーボー ドには､当該患者に対する治療法となり

得る診療科 (手術療法､化学療法､放射線療法等)の担当医師は

参加することとすべきである｡また､緩和ケア担当医及び病理医

も参加することが望ましいこととすべきである｡

･ さらに､キャンサーボー ドにおいて検討された内容については､

関係者間で共有できるように､記録することを求めることとすべ

きである｡

(iv) 思春期と若年成人世代のがん患者について

･ 思春期 .若年成人 (Ado一escenceandYoungAdult)世代 (以下
｢AYA世代｣という｡)のがん患者については､その診療体制が定
まっておらず､また､小児と成人領域の狭間で患者が適切な治痩

を受けられない可能性があるとの指摘があった｡

こうした点を踏まえ､指定要件において､AYA世代のがん患者へ
の対応について記載すべきである｡

･ また､AYA世代は､年代によって､就学､就労､生殖機能等の状
況が異なり､患者視点での教育､就労､生殖機能の温存等に関す

る情報提供 ･相談体制等の整備が必要であるとの指摘があったO

･ こうした点を踏まえ､AYA世代のがん患者について､医療提供や
就労 .就学 ･生殖機能等の相談支援に対応できる医療機関に適切

に繋ぐ体制を整備することとすべきである｡

･ また､小児がん患者のうち､長期フォローアップ中の患者につ

いては､小児がん拠点病院と連携できる体制を整備することとす

べきである｡

② 手術療法の提供体制

･ 現行の整備指針のとおりとすべきである｡

③ 放射線治療の提供体制

･ 強度変調放射線治療 (IMRT:IntensityModulatedRadiation
Therapy)について､現状のように地域の医療機関との連携がなされ
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ることとしつつ､各地域拠点病院においても提供できることが望ま

しいとすべきである｡

･ 核医学治療について､治療が可能な施設と適切な連携を取れる体

制を整備することとすべきである｡

･ 画像下治療 (IVR:InterventionaIRadiology)について､現況報

告書において実態を調査すべきであるo

･ 放射線治療の品質評価について､第三者による出力測定を原則必

須とするよう見直すべきである｡その際､基準線量から±5%の蘇

囲内であることが望ましいとすべきである｡

･ 緩和的放射線治療についても､提供できることが望ましいとすべ

きである｡

④ 化学療法の提供体制

･ 現行の整備指針のとおりとすべきである｡なお､第3期がん対策

推進基本計画 (2017年度閣議決定)において､従前の ｢化学療法｣

は ｢薬物療法｣と表記されることとなったことから､本整備指針に

おいても呼称を整理すべきである｡

⑤ 緩和ケアの提供体制

･ 苦痛のスクリーニング及び診断結果や病状の説明について､病院

全体として取組むべきとし､集学的治療等の提供体制として､｢①集

学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供｣の項に記載すべき

である｡

･ また､必要に応じて､患者 ･家族の意思決定支援に資する対応を

行える体制を整備することとすべきである｡

⑥ 病病連携 ･病診連携の協力体制

･ ⑥の項目名について､｢病病連携 ･病診連携の協力体制｣から ｢地

域連携の推進体制Jに見直すべきである｡

･ 症状緩和に係る地域連携クリティカルパスやマニュアルについて､

患者と拠点病院の医療従事者が治療について共有し､患者の病状に

応じて活用できるようにすべきである｡

･ 医科歯科連携について､周術期の口腔健康管理や､治療中の合併

症 .副作用対策､口腔リハビリテーション等に関して更なる連携を

推進することとすべきである｡

･ 拠点病院の医療従事者が､地域の医療機関や在宅診療所等の医療 ･

介護従事者と､がんに関する医療提供体制や社会的支援のあり方､

緩和ケア､緊急時の体制について情報を共有し､役割分担等を議請

する場を年 1回以上設けることとすべきである｡その際､既存の会

議体等を活用することが望ましい｡

-7-



⑦ セカンドオピニオンの提示体制

･ 現行の整備指針のとおりとすべきである｡

(2)診療従事者

･ 現行の整備指針のⅡの1 (2)において記載されている専門資格や

新たに追加される専門資格に関して､国家資格ではない資格について

は､整備指針で定めるのではなく､実務上の取扱として別途示すこと

とすべきである｡

･ 現行の整備指針のⅡの1 (2)について､以下の議論を踏まえ､見

直すべきである｡

① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置

(i)手術療法及び病理医

･ 現行の整備指針のとおりとすべきである｡

(ii)放射線診断及び放射線治療

･ 放射線診断医及び放射線治療医について､現行の ｢原則常勤｣

の要件を ｢常勤｣とすべきである｡その際､経過措置期間を設け

るべきである｡

(iii)化学療法

･ 化学療法に携わる医師について､現行の ｢原則専従｣の要件を

｢専従｣とすべきである｡その際､経過措置期間を設けるべきで

ある｡

(iv)緩和ケア

･ 緩和ケアチームに配置する身体症状の緩和に携わる医師につい

て､よりその分野において専門性が高いことが認められた有資格

者であることが望ましいとすべきである｡なお､当該資格につい

ては､日本緩和医療学会が認定を行う緩和医療専門医又は緩和医

療認定医が想定される｡

･ 身体症状の緩和に携わる医師及び精神症状の緩和に携わる医師

については､いずれも常勤とすべきである｡

(∨)医師数が概ね300人を下回る医療圏について

･ 現行の整備指針では､専門的な知識及び技能を有する医師の配

置を ｢当面の間｣必須要件とはしないこととされており､人的要
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件が緩 和されているが､｢当面の間｣については具体的な期限を

設けるべきである｡

･ 設定された期限が到来した後､人的要件を満たせない場合は､

地域がん診療病院又は準地域がん診療連携拠点病院 (仮称)への

指定類型の見直しも検討することとすべきである｡

② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置

(i)放射線療法

･ 現行の整備指針のとおりとすべきであるO

(ii)化学療法

･ 化学療法に携わる看護師について､現行の ｢原則専従｣の要件

を ｢専従｣とすべきである｡その際､経過措置期間を設けるべき

である｡

(iii)緩和ケア

･ 医療心理に携わる者として､公認心理師の資格制度の開始直後

であることを踏まえ､原則公認心理師とした上で､一定期間は現

行の臨床心理士でも可とすべきである｡

･ 緩和ケアチームの追加構成員として､相談支援に携わる者とし

て社会福祉士 (ソーシャルワーカー)を配置することが望ましい

とすべきである｡

･ 管理栄養士を含めた緩和ケアチームにおける専門職の配置につ

い て､現況報告書において引き続き調査を行い､実態を把握す

べきである｡

(iv)病理

･ 現行の整備指針のとおりとすべきである｡

③ その他

･ 現行の整備指針のとおりとすべきである｡

(3)医療施設

･ 現行の整備指針のとおりとすべきである｡

｢がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための

場｣については､｢望ましい｣から必須要件にしてはどうかとい

う意見があったが､ピアサポーターの数や養成が十分でないと

いう指摘もあり､引き続き ｢望ましい｣とすべきである｡なお､

ピアサポーターの養成については継続すべきである｡
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2 診療実績

(1)①または②を概ね満たすこと

･ 現行の整備指針のⅡの2における｢(1)①または②を概ね満たすこと｣
との要件について､｢概ね｣とは9割を目安とし､個別の案件については

指定の検討会にて検討することとすべきである｡

･ 現行の整備指針のⅡの2 (1)の診療実績要件について､以下の議論

を踏まえ､見直すべきである｡

① 院内がん登録数､手術件数､化学療法延べ人数､放射線療法件敬

･ 緩和ケアの実績を要件に追加すべきである｡具体的には､新規外

来患者数及び院内緩和ケアチーム新規紹介患者数の年間の件数を要

件として設けることとすべきである｡その際､経過措置期間を設け

るべきである｡

･ 診療実績の件数の算定法について､診療実績に係るデータ(DPC等)

を用いることを検討すべきである｡

･ 同一の医療圏に複数の拠点病院等を指定する場合は､①の要件を

すべて満たすこととすべきである｡

② カバー率 (相対的評価)

･ カバー率については､現行の整備指針のとおりとし､相対的評価

としての運用を継続すべきである｡

･ また､この場合の診療実績の算定における分子について､当該医

療圏に属するがん患者数であることを明記すべきである｡

3 研修の実施体制

現行の整備指針のⅡの3について､以下の議論を踏まえ､見直すべきで

ある｡

･ 緩和ケアに関する研修については､受講修了者数が増加しており､

未受講者が少ない病院では ｢毎年定期的に実施する｣ことが難しいと

の指摘があった｡

･ こうした点を踏まえ､｢毎年定期的に実施する｣という要件を削除し､

｢受講率の報告｣と ｢都道府県の推奨に沿った開催｣を要件として記

載すべきである｡

･ また､現在の整備指針では､｢初期臨床研修2年目から初期臨床研修

終了後3年目までの全ての医師｣が研修を修了する体制を整備するこ

とが規定されているが､上級医については研修修了に関して特に規定

されていないと指摘があった｡

･ こうした点を踏まえ､当該拠点病院に所属する臨床研修医及び当該
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拠点病院に 1年以上所属する医師でがん診療に携わる者に対して､適

切な受講を促していくこととすべきである｡

･ さらに､当該医療圏内に属する緩和ケアに携わる医療従事者に対し

ても､受講勧奨を行うこととすべきである｡

4 情報の収集提供体制

現行の整備指針のⅡの4について､以下の議論を踏まえ､見直すべきである｡

(1)相談支援センタ一

･ がん相談支援センターの周知について､病院全体として周知を徹

底することとすべきであるO

･ 患者からの相談に医療従事者が対応できるように､がん相談支援

センターと医療従事者が協働することを明記すべきである｡

･ 相談支援センターの業務内容として､がんゲノム医療､AYA世代の

がん､希少がんに関する相談支援に関し､新たな項目を追加すべき

である｡

･ がん相談支援センターの業務内容について､自施設で対応が可能

なものと､自施設で対応が困難である場合に適切な医療機関に繋げ

ることが必要なものに分類すべきである｡

･ がん相談支援センターの相談支援員は､都道府県拠点病院が実施

する､相談支援に携わる者に対する継続的かつ系統的な研修を受護

すべきである｡

(2)院内がん登録

･ 現行の整備指針について､がん登録等の推進に関する法律 (平成

25年法律第 111号)に基づき定められた､院内がん登緑の実施に係

る指針 (平成27年厚生労働省告示第470号)に即し､必要な記載の

変更を行うべきである｡

t 院内がん登録の実務担当者については､拠点病院としていわゆる

5大がん以外のがんも取り扱う必要性があることから､国立がん研

究センターが提供する研修において中級認定者の認定を受けた者を

配置すべきであるo

(3)その他

｢(3)その他｣の項目名は ｢情報提供 .普及啓発｣と見直すべき

である｡

･ がん教育について､当該医療圏における学校や職域より依頼があ

った際には､外部講師として医療従事者を派遣し､がんに関する知

識について普及啓発に努めることが望ましいとすべきである｡
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その際､外部講師は､文部科学省が作成した ｢がん教育教材｣及び

｢外部講師を用いたがん教育ガイドライン｣を参考に､がん教育を

実施するに当たり､留意すべき事項を確認し､児童へ十分な配慮を

行うこととすべきである｡

･ また､当該拠点病院等が､がんゲノム医療やAYA世代へのがん､
希少がんについて対応可能である場合は､その旨を広報することと

すべきである｡

5 臨床研究及び調査研究

現行の整備指針現行の整備指針のⅡの5について､以下の議論を踏まえ､

見直すべきである｡

･ 特定臨床研究を行う場合は､臨床研究法 (平成 29年法律第 16号)

に沿って実施する体制を整備することとすべきである｡

･ 臨床研究､先進医療､治験､患者申出療養に関する説明を行うこと

とし､また､必要に応じて､患者を､臨床研究及び調査研究について

専門的な施設へ繋ぐ体制を整備することとすべきである｡

6 PDCAサイクルの確保

現行の整備指針のⅡの6について､以下の議論を踏まえ､見直すべきで

ある｡

L 都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会がん登録部会が行うQuaHty
lndicator(以下 ｢QlJという)研究に参加し､その結果をフイ-ドバッ
クすることで､がん診療の質の向上に努めることとすべきである｡

･ 医療安全を含めた診療の質の確保を目的として､第三者評価等を活用

することが望ましいとすべきである.

･ がん診療の質の確保及びPDCAサイクルの確保について､拠点病院間で
の実地調査等を用いて情報共有 ･相互評価を行うことが望ましいとすべ

きである｡

7 医療安全体制の確保 (新設)

現行の整備指針のⅡに､｢7 医療安全体制の確保｣を要件として新設し､

以下の議論を踏まえた内容を盛り込むべきである｡
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医療安全体制として､組織上明確な医療安全管理部門を設置し､医痩

安全管理者として､常勤の医師､薬剤師及び看護師を配置することとす

べきである｡

その際､薬剤師については専任､看護師については専従を求めること

とすべきである｡

医療安全管理者について､院内の医療安全に関し把握及び指示を行ラ

責任者である旨を明記すべきである｡

医療安全管理者について､医療安全に関する研修の受講を求めること

とすべきである｡

医療安全に関する窓口を設置することとすべきである｡

Ⅲ 特定境能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する境合の指定

について

現行の整備指針のとおりとすべきである｡

Ⅳ 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について

1 都道府県における診療機能強化に向けた要件

現行の整備指針のとおりとすべきである｡

2 都道府県における相談支援機能車化に向けた要件

現行の整備指針のとおりとすべきである｡

3 都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件

現行の整備指針のⅣの3について､以下の議論を踏まえ､見直すべきで

ある｡

･ 緩和ケアセンターのジェネラルマネージャーについて､組織管理 ･

調整を行える者とし､権限の強化を図ることとすべきである｡

4 院内がん登録の質的向上に向けた要件

現行の整備指針のⅣの4について､以下の議論を踏まえ､見直すべきで

ある｡
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･ 院内がん登録実務者に対する指導者研修の受講について､同研修が

廃止されたことに伴い､記載を削除すべきである｡

5 PDCAサイクルの確保

現行の整備指針のⅣの5について､以下の議論を踏まえ､見直すべきで

ある｡

･ 都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会がん登録部会が行うQI研究

に参加し､その結果をフィー ドバックすることで､がん診療の質の向上

に努めるよう求めることとすべきである｡

･ 医療安全を含めたがん診療の質の確保を目的として､第三者評価等を

活用することが望ましいとすべきである｡

･ がん診療の質の確保及びPDCAサイクルの確保について､都道府県内の

拠点病院を取りまとめ､拠点病院間での実地調査等を用いて情報共有と

相互評価を行うことが望ましいとすべきである｡

6 医療安全体制の確保 (新設)

現行の整備指針のⅣに､｢6医療安全体制の確保｣を新設し､Ⅰの7と同

様の内容を規定すべきである｡

･ なお､医療安全管理者については､医師については専任､薬剤師につ

いては専任 (専従が望ましい)とし､看護師については専従を求めるこ

ととすべきである｡

Ⅴ 国立がん研究センターの中央病院及び東病院の指定要件について

現行の整備指針のとおりとすべきである｡

Ⅵ 特定領域がん診療連携拠点病院の指定要件について

現行の整備指針のとおりとすべきであるO
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Ⅶ 地域がん診療病院の指定要件について

1 診療体制

(1)診療機能

① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供

･ 現行の整備指針のⅦの1 (1)①について､上記Ⅱの1(彰の見

直しと同様の見直しを行うべきである｡

(2)診療従事者

･ 現行の整備指針のとおりとすべきである｡

(3)医療施設

･ 現行の整備指針のとおりとすべきである｡

2 診療実績

現行の整備指針のとおりとすべきである｡

3 研修の実施体制

現行の整備指針について､上記Ⅱの3と同様に見直すべきである｡

4 相談支援 ･情報提供 ･院内がん登録

(1)相談支援センター

現行の整備指針Ⅶの4 (1)について､以下の議論を踏まえ､見直す

べきである｡

･ 相談支援センターの周知について､病院全体として周知を徹底

することとすべきである｡

･ 患者からの相談に医療従事者が対応できるように､相談支援セ

ンターと医療従事者が協働することを明記すべきである0

(2)院内がん登録

現行の整備指針について､上記Ⅱの4 (2)と同様に見直すべきで

ある｡

･ なお､院内がん登録の実務担当者については､国立がん研究センタ

ーが提供する研修において中級認定者の認定を受けている者を配置

することが望ましいとすべきである｡
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(3)その他

現行の整備指針について､上記Ⅱの4 (3)と同様に見直すべきで

ある｡

5 PDCAサイクルの確保 (新設)

現行の整備指針のⅦ に､｢5PDCAサイクルの確保｣を要件として新

設し､地域がん診療病院においても地域拠点病院と同様に､質の確保を目

的とした第三者評価の活用や相互訪問を行うことが望ましいとすべきであ

る｡

6 医療安全体制の確保 (新設)

現行の整備指針のⅦに､｢6医療安全体制の確保｣を要件として新設し､

上記Ⅱの7と同様に､以下の内容を盛り込むべきである｡

･ なお､医療安全管理者について､薬剤師については専任が望ましいと

し､看護師については専従を求めることとすべきである｡

Ⅷ 既指定病院の取扱い､指定 .指定の更新の推薦手続等､指針の見直し及び

施行期日について

現行の整備指針のⅦ【について､以下の議論を踏まえ､見直すべきである｡

1 既に拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いについて

･ 新整備指針の施行日の時点で､現行の整備指針に基づき指定を受けて

いる拠点病院等については､平成31年3月末日までの指定を受けている

ものと見なし､平成31年4月1日以降については新整備指針に基づき指

定を行うこととすべきである｡

･ 現在指定を受けている拠点病院等で､指定期限が平成31年4月以降で

ある施設についても､指定の有効期間は平成31年3月末日とすることと

すべきである｡

･ 今回見直した要件について､必要に応じ､経過措置期間を設けるべき

である｡

2 指定の推薦手続等について

現行の整備指針のⅧについて､以下のとおり､見直すべきである｡

･ 移転､分離､統合等により､名称や住所が変更された場合や診療提供体
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制に変更があった場合､がん診療連携拠点病院､特定領域拠点病院､地域

がん診療病院は､都道府県を通じて､速やかに文書にて､その旨について

厚生労働大臣に届け出ることとすべきである｡

都道府県知事は､既に当該医療圏に既指定の拠点病院があるにも関わら

ず､同一医療圏内に新規の拠点病院を推薦しようとする場合は､厚生労働

大臣に対し､当該医療圏のがん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体

制の整備に資する取り組み状況について説明を行うこととすべきである｡

拠点病院等の指定要件の充足状況について疑義がある場合は､厚生労働

省または都道府県に対し､知らせることができることとすべきである｡
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｢がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ｣

開催要綱

趣旨

全国どこでも質の高い医療を受けることができるよう､がん医療の均てん

化を推進するため､がん診療連携拠点病院等 (以下 ｢拠点病院等｣という｡)

の整備が進められ､平成29年4月1日現在434施設が指定されている｡

がん医療の提供体制については､｢がん診療提供体制のあり方に関する検討

会｣において検討しているが､これまでの拠点病院等を中心とした体制によ

り､がん医療の均てん化については一定の成果が得られているOその一方､

拠点病院等の取組に格差があること､がんのゲノム医療など一定の集約化が

望ましい分野があること､さらに拠点病院等における医療安全の確保等の課

題が指摘されている｡

これを受け､同検討会の下に ｢がん診療連携拠点病院等の指定要件に関す

るワーキンググループ｣を設置し､拠点病院等の指定要件を検討した上で､

検討会に報告することとする｡

検討事項

(1)がん診療連携拠点病院等の指定要件の見直し

(2)がんゲノム医療中核拠点病院 (仮称)の指定要件の策定

(3)その他必要な事項

その他

(1)本ワーキンググループは厚生労働省健康局長が別紙の構成員の参集を

求めて開催する｡

(2)本ワーキンググループには､構成員の互選により座長をおき､ワーキン

ググループを統括する｡

(3)本ワーキンググループには､必要に応じ､別紙構成員以外の有識者等の

参集を依頼することができるものとする｡

(4)本ワーキンググループは､原則として公開とする｡

(5)本ワーキンググループの下に､専門的事項を議論するためのサブワーキ

ンググループを設置することができる｡

(6)本ワーキンググループの庶務は､健康居がん .疾病対策課が行う｡

(7)この要綱に定めるもののほか､本ワーキンググループの開催に必要な辛

項は､座長が健康局長と協議の上､定める｡

(8)ワーキンググループで得られた成果は､｢がん診療提供体制のあり方に

関する検討会｣に報告する｡

-18-



｢がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ｣

構成員名簿

安藤 雄一

井本 滋

梅内 美保子

安全課

大西 洋

木津 義之

授

佐々木 毅

授

○西田 俊朗

早坂 由美子

-ク室

三好 綾

若尾 文彦

〇･･･座長

国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 化学療法部 教授

杏林大学 医学部 外科学 (乳腺外科) 教授

公益社団法人日本看護協会 看護開発部 看護業務･医療

国立大学法人山梨大学 医学部 放射線医学講座 教授

国立大学法人神戸大学医学部附属病院 緩和支持治療科 特命教

国立大学法人東京大学 医学部 人体病理学 ･病理診断学 准教

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 病院長

北里大学病院 トータルサポー トセンター ソーシャルワ

課長補佐

特定非営利活動法人がんサポー トかごしま 理事長

国立研究開発法人国立がん研究センター がん対策情報センター

センター長

く五十音順 ･敬称略)
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がんゲノム医療中核拠点病院等の
指定について

厚生労働省健康局

がん.疾病対策課

(現状･課題)
今後､がん診療連携拠点病院等(以下､｢拠点病院等｣)や小児がん拠点病院において､がんゲノ
ム医療を実現するためには､次世代シークエンサーを用いたゲノム解析の晶質や精度を確保する
ための基準の策定､解析結果の解釈(臨床的意義づけ)や必要な情報を適切に患者に伝える体制

の整備等を進めていく必要がある｡また､遺伝カウンセリングを行う者等のがんゲノム医療の実現
に必要な人材の育成やその配置を進めていく必要がある｡

(取り組むべき施策)
国は､本計画に基づき､がんゲノム医療を牽引する志度な機能を有する医療機関(｢がんゲノム

医療中核拠点病院(仮称)｣)の整備及び拠点病院等や小児がん拠点病院を活用したがんゲノムE

療提供体制の構築を進める｡これによって､ゲノム医療を必要とするがん患者が､全国どこにいて
も､がんゲノム医療を受けられる体制を段階的に構築する｡患者･家族の理解を促し､心情面での
サポートや治療法選択の意思決定支援を可能とする体制の整備も進める｡

(個別目標)
国は､ゲノム情報等を活用し､個々のがん患者に最適な医療を提供するため､｢ゲノム情報を用
いた医療等の実用化推進タスクフォース｣や｢がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会｣の報告

書を踏まえ､本基本計画に基づき､段階的に体制髪鱒を進めるLまた､｢がんゲノム医療推進コン
ソーシアム｣を形成すること､2年以内に拠点病院等の見直しに着手することなど､がんゲノム医療
を提供するための体制整備の取組を進めるo

2



がんゲノム医療の提供に必要な以下の機能を有し､がんゲノム医療の中

核を担う｢がんゲノム医療中核拠点病院(仮称)｣(｢中核病院｣という)を整備し､当該医療棟関においてがんゲノム医療を提供すること

が適切であるo現在､がん医療は､厚生労働省が指定するがん診療連携拠点

病院等(拠点病院という)を中心とした仕組みにより提供されてい

るOがんゲノム医療提供体制の構築に当たっては､通常のがん医療とがんゲノム医療とを一体として提供するため､中核病院を､拠点病院の仕組みに位置づけ､中核病院が提供するがんゲ
ノム医療の状況を踏まえつつ､段階的に､全ての都道府県でがん

ゲノム医療の提供が可能となることを目指す必要がある｡① パネル検査を実施できる体制がある(外部

機関との委託を含む)② パネル

検査結果の医学的解釈可能な専門家集団を有している(一部の診療領域について他機関との連携により対応することを含

む)③ 遺伝性腫癌等の患者に対して専門的な遺伝カウン

セリングが可能である④ パネル検査等の対象者につ

いて一定数以上の症例を有している⑤ パネル検査結果や臨床情報等について､セキュリ



がんゲノム医療中核拠点病院(11カ所)

I?一二■三B ./ がんゲノム医療連携病院(1)

札較医科大学附属病院

北海道がんセンタ



がんゲノム医療連携病院(2)

連携病院※ 100カ所※連湊病院は複数の中核拠点病院と連携している場合があるがんゲノム医療の提供体制の将来像(莱)

[ が浩 三誤 吉f表 芸 監 完走 暮 雲完回がんゲノム医療中核拠点病院
(仮称)定要件に関するサブワーキ

ンググルーL/ @ + l･人材育成機能･診療支援･治

鼓.先進医療主導≡草＼こ､.㌔

㌧ヾ㌔ ㍍l がんゲノム医療史盈塾孟病院 l lがんゲノム医療生抜塾点病院 ･研究

開発㍉薫溶 き な

どが求められる○= 十毒 弓

誓冠Fii;31{誓憲芸 l

……】 がんゲノム医療敷島病院(莱) li. :;-､､誓----/j lj/ i 毛 ＼＼蔓 ぎゝ !

∩ ･遺伝 遺伝子パネル検査によるl がん

ゲノム医療達塗病院 至 l がんゲノム医療盈逸病

院 E 医療をがんゲノム医療中核拠点病院等と連携して行う○
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がんゲノム医療コンソーシアム運営協議会 (仮称)

がんゲノム医療中
核拠点病院等連絡
会議 (イ反称)

がんゲノム情報
管理センター

国立がん研究
センター

がんゲノム医療を牽引する高度な権能を

有する医療機関･質の確保されたゲノム検査 (外注可

)･ゲノム検査結果解釈の付与･適切な患者選択と患者への説明

(遺伝カウンセリング含む)･治
験 ･臨床試験への紹介､実施･適切な臨床等情報収集 ･管理



がんゲ/ムEE鞍推進コンソーシアム碧散会
(平成29年6月27El)概要より接や･一癖改変

2017(HZ9)年度 2018(H30)年度前半 2018(H30)年度後半 2019(H31)年度以降

二 l 慧発 雷 温 ､Iがんゲノム医 巨

三 ｣ !- で- 詩経 肇 写慧 警7

しバネ)鳩麺 に係る対象疾患等の検討㍗ l



-I:.1日｡:

がん診療連携拠点病院等の指定について

厚生労働省健康局
がん･疾病対策課

第13回がん診療連携拠点病院等の指定に
関する検討会(H30.3.9)

現行の整備指針での新規指定

【都道府県がん診療連携拠点病院】

･千葉県がんセンター

【地域がん診療病院(グループ指定先医療機関)】

･北秋田市民病院(秋田厚生医療センター)

･高知県立あき総合病院(高知大学医学部附属病院)



平成30年4月1日時点 がん診療連携
拠点病院:401カ所地域が

ん診療病院:36カ所拠点病院数と拠点病院のない二次医療圏数の推移iLLLA⊥A±b

○2014年8月より地域がん診療病院を設置o○ 地域がん診療病院の設置

により､拠点病院のない二次医療圏 (空白の二次医療圏)が､108カ所 (平成26年4月時点)から67カ所 (平成30年4月時点)に減少 し
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既指定の拠点病院の整備指針改定時の取扱について

拠
点
病
院
等

･

1

.iI

A

B

C

D

E

F

I I萱 :[ 琶 第9回がん診療提供体制のあlに関する検討会資料6より一部(H29,10,18

)≡描針 ･2カ所 鰍 ≦､菱 表 減 新描針

369カ所 I

46カ所7カ所 三､.亡.､1∫//::13/tt/､…∫.〇､ふ､ご;/､三 ､､二n/:て :
/"/､7>

- . ≡; 1 - ■ .; /T,

～針での新規

指定 : 呈 憾l t

jlJ llH30.4 H30.8 20且9.4 2020.

4 2021.4(2018.4)A:平成30(2018)年8月が更新期限の拠点病院

等は､更新日を延長し､2019年度に新指針で更新を検討するoB,C及びD:平成31(2019)年3月､2020年3月､202
1年3月未が更新期限の拠点病院等は平成31(2019)年3月末までを指定

期限とし､2019年4月より新指針にて指定更新の検討を行う｡E:平成3

0(2018)年4月についても､現行の指針にて新規指定を行うoF:平成31(2019)年4月より､現在議論
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｢がん診療提供体制のあり方に関する検討会｣開催要綱

1.趣旨

全国どこでも質の高い医療を受けることができるよう､がん医療の均てん

化を推進するため､がん診療連携拠点病院等 (以下 ｢拠点病院等｣という｡)

の整備が進められ､平成28年4月1日現在427施設が指定されている｡

しかし､拠点病院等の診療の格差､診療 ･支援の内容が分かりやすく国民

に示されていないこと､さらに高齢化社会やがん患者の多様化するニーズを

踏まえ､拠点病院等以外の医療機関との連携や在宅医療 ･介護サービスの提

供も重要となっていることなどいくつかの課題が指摘されている｡

本検討会においては､こうした課題を踏まえ､拠点病院等を中心として､

今後のがん診療提供体制のあり方について､各地域の医療提供体制を踏まえ

検討することとする｡

2.検討事項

(1)地域におけるがん診療のあり方について

(2)拠点病院等の指定要件の見直し

(3)拠点病院等の客観的な評価

(4)国民に対する情報提供のあり方 等

3.その他

(1)本検討会は健康局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する｡

(2)本検討会には､構成員の互選により座長をおき､検討会を統括する｡

(3)本検討会には､必要に応じ､別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼す

ることができるものとする.

(4)本検討会は､原則として公開とする｡

(5)本検討会の庶務は､厚生労働省健康局がん ･疾病対策課が行う｡

(6)この要綱に定めるもののほか､本検討会の開催に必要な事項は､座長が

健康局長と協議の上､定める



塩1日･
｢がん診療提供体制のあり方に関する検討会｣構成員名簿

天野 慎介 -般社団法人グル-プ･ネクサス Lジャパン 理事長

J札上 純一 公益社団法人日本薬剤師会 常務理事

川本 利恵子 公益社団法人日本看護協会 常任理事

神野 正博 公益社団法人全日本病院協会 副会長

木津 義之 国立大学法人神戸大学医学部附属病院緩和支持治療科 特命教授

北川 雄光 慶鷹義塾大学医学部 外科学教授 (一般 ･消化器外科)

○ 北島 政樹 学校法人国際医療福祉大学 副理事長 .名誉学長

清水 秀昭 地方独立行政法人栃木県立がんセンター 名誉理事長･センター長

鶴田 憲一 全国衛生部長会 会長

藤 也寸志 独立行政法人国立病院機構九州がんセンター 院長

中釜 斉 国立研究開発法人国立がん研究センター 理事長

西村 恭昌 近畿大学医学部 放射線度療学部門 教授

松原 謙二 公益社団法人日本医師会 副会長

南 博信 国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 内科学講座

肢痛 ･血液内科学分野 教授

三好 綾 特定非営利活動法人がんサポー トかごしま 理事長

森 正樹 国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 消化器外科学教授

山口 建 静岡県立静岡がんセンター 総長

○ -座長 (五十音順)

(任期は平成28年5月20日～平成30年5月20日)





匝頭

｢がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ｣

構成員名簿

安藤 雄一 国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 化学療法部 教授

井本 滋 杏林大学 医学部 外科学 (乳腺外科) 教授

梅内 美保子 公益社団法人日本看護協会 看護開発部 看護業務 .医療安全課

大西 洋 国立大学法人山梨大学 医学部 放射線医学講座 教揺

木津 義之 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 緩和支持治療科 特命教授

佐々木 毅 国立大学法人東京大学 医学部 人体病理学 ･病理診断学 准教授

○西田 俊朗 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 病院長

早坂 由美子 北里大学病院 トータルサポー トセンター ソーシャルワーク圭

課長補佐

三好 綾 特定非営利活動法人がんサポー トかごしま 理事長

若尾 文彦 国立研究開発法人国立がん研究センター がん対策情報センター

センター長

〇･-座長

(五十音順 ･敬称略)



健 発 0 1 1 0 第 7 号

平 成 2 6年 1月 10 日

厚生労働省健康局長

がん診療連携拠点病院等の整備について

各都道府県知事 殿

我が国のがん対策については､がん対策基本法 (平成 18年法律第 98号)及び

同法の規定に基づく ｢がん対策推進基本計画｣ (平成 24年 6月8日間議決定｡以下

｢基本計画 ｣とい う｡)により､総合的かつ計画的に推進 しているところである｡

がん診療連携拠点病院については､全国どこでも質の高いがん医療を提供すること

ができるよう､がん医療の均てん化を目指し､その整備を進めてきたところであるが､

基本計画において､患者 とその家族が納得 して治療を受けられる環境の整備 とチーム

医療の体制整備に向けた検討を進めていく等とされていることから､ ｢がん診療提供

体制のあり方に関する検討会｣及び ｢凌和ケア推進検討会｣を開催 し､指定要件の見

直し等について検討を進めてきたところであるO

今般､これ らの検討会からの提言を踏まえ､ ｢がん診療連携拠点病院等の整備に関

する指針｣ (以下 ｢指針｣というC)を別添のとおり定めたので通知するO

ついては､各都道府県におかれては､指針の内容を十分に御了知の上､がん患者が

その居住する地域にかかわらずひとしくそのがんの状態に応 じた適切ながん医療を受

けることができるよう､がん診療連携拠点病院等の推薦につき特段の御配慮をお願い

する｡

また､指針に規定する ｢新規指定推薦書｣等については､別途通知するので御留意

されたい｡

なお､ ｢がん診療連携拠点病院の整備について｣ (平成 20年 3月 1日付け健発第

0301001号厚生労働省健康局長通知､以下､ ｢旧通知｣とい うo)は､平成 26年 1

月10日で廃止する｡



が



3 国立がん研究センターは､我が国のがん対策の中核的機関として､以下の体制

を整備することにより我が国全体のがん医療の向上を牽引していくこととし､国

立がん研究センターの中央病院及び東病院について､第三者によって構成される

検討会の意見を踏まえ､厚生労働大臣が適当と認める場合に､がん診療連携拠点

病院として指定するものとする｡

(1) 他のがん診療連携拠点病院､特定領域拠点病院､地域がん診療病院等-

の診療に関する支援及びがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する

医師その他の診療従事者の育成や情報発信等の役割を担うO

(2) 他のがん診療連携拠点病院､特定領域拠点病院､地域がん診療病院等-

必要に応じて実地調査を行 うなど､情報提供を求め､我が国におけるがん

診療等に関する情報を収集､分析､評価し､改善方策を検討した上で国に

提言する｡実地調査を行う際には､必要に応じて当該都道府県内の他のが

ん診療連携拠点病院等の意見の活用を考慮すること｡

(3) 定期的に都道府県拠点病院と国立がん研究センター中央病院及び東病院

が参加する都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 (以下｢国協議会｣と

する｡)を開催し､以下に関する情報収集､共有､評価､広報を行う｡

① 各都道府県における都道府県拠点病院を中心としたpDCAサイクル

の確保及びその実績

② 全国のがん診療連携拠点病院､特定領域拠点病院､地域がん診療病院

の診療機能や診療体制､診療実績､地域連携に関する実績や活動状況

③ 全国の希少がんに対する診療体制及び診療実績

④ 全国の臨床試験の実施状況

4 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院､特定領域拠点病院､地域がん

診療病院については､院内の見やすい場所に指定を受けている旨の掲示をする等､

がん患者に対し必要な情報提供を行うこととする｡

5 厚生労働大臣は､がん診療連携拠点病院､特定領域拠点病院､地域がん診療病

院が指定要件を欠くに至ったと認めるときは､その指定を取り消すことができる

ものとする｡

Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について

1 診療体制

(1)診療機能

① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供

ア 我が国に多いがん (肺がん､胃がん､肝がん､大腸がん及び乳がんを

いうo以下同じ.)及びその他各医療機関が専門とするがんについて､

手術､放射線治療及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療及び

緩和ケア (以下 ｢集学的治療等｣という｡)を提供する体制を有すると

ともに､各学会の診療ガイ ドラインに準ずる標準的治療 (以下 ｢標準的
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治療｣というC)等がん患者の状態に応 じた適切な治療を提供することo

イ 我が国に多いがんについて､クリティカルパス (検査及び治療等を含

めた詳細な診療計画表をいうo以下同じO)を整備 し､活用状況を把握

することO

ウ がん痩痛や呼吸困難などに対する症状緩和や医療用麻薬の適正使用を

目的とした院内マニュアルを整備すると共に､これに準じた院内クリテ

ィカルパスを整備 し活用状況を把握する等､実効性のある診療体制を整

備することO

エ がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう､キャ

ンサーボー ド (手術､放射線診断､放射線治療､化学療法､病理診断及

び緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の専門を

異にする医師等によるがん患者の症状､状態及び治療方針等を意見交換

･共有 .検討 ･確認等するためのカンファレンスをいうC以下同じO)

を設置し､その実施主体を明らかにした上で､月1回以上開催することo

オ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には､確実な連携体制

を確保するためそのグループ指定先の地域がん診療病院と定期的な合同

のカンファレンスを開催することO

カ グループ指定を受ける地域がん診療病院の診療機能確保のための支援

等に関する人材交流計画を策定し､その計画に基づき人材交流を行 うこ

とO

② 手術療法の提供体制

ア 術中迅速病理診断が可能な体制を確保すること｡なお､当該体制は遠

隔病理診断でも可とする｡

イ 術後管理体制の一環として､手術部位感染に関するサーベイランスを

実施することが望ましい｡

ウ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には､連携協力により

手術療法を提供する体制を整備すること｡

③ 放射線治療の提供体制

ア 強度変調放射線治療等を含む放射線治療に関して地域の医療機関と連

携すると共に､役割分担を図ること｡

イ 第三者機関による出力線量測定を行 う等､放射線治療の品質管理を行

うこと｡

ウ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には､連携協力により

放射線治療を提供する体制を整備すること｡
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④ 化学療法の提供体制

ア (3)の①のイに規定する外来化学療法室において､公益社団法人日

本看護協会が認定を行うがん看護専門看護師や化学療法看護認定看蔑師

をはじめとするがん看護を専門とする看護師を中心として､治療の有害

事象を含めた苦痛のスクリーニングを行い､主治医と情報を共有できる

体制を整備すること｡なお､整備体制について､がん患者とその家族に

十分に周知すること｡

イ 急変時等の緊急時に (3)の①のイに規定する外来化学療法室におい

て化学療法を提供する当該がん患者が入院できる体制を確保すること｡

り 化学療法のレジメン (治療内容をいうo以下同じO)を審査し､組織

的に管理する委員会を設置すること｡なお､当該委員会は､必要に応じ

て､キャンサーボー ドと連携協力すること｡

エ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には､そのグループ指

定先の地域がん診療病院が標準的な化学療法を適切に提供できるよう､

レジメンの審査等において地域がん診療病院を支援し､連携協力により

化学療法を提供する体制を整備すること｡

⑤ 緩和ケアの提供体制

ア (2)の①のオに規定する医師及び (2)の②のりに規定する看護師

等を構成員とする緩和ケアチームを整備し､当該緩和ケアチームを組織

上明確に位置付けるとともに､がん患者に対し適切な緩和ケアを提供す

ること｡

イ 緩和ケアががんと診断された時から提供されるよう､がん診療に携わ

る全ての診療従事者により､以下の緩和ケアが提供される体制を整備す

ること｡

i がん患者の身体的苦痛や精神心理的苦痛､社会的苦痛等のスクリー

ニングを診断時から外来及び病棟にて行うことOまた､院内で一貫し

たスクリーニング手法を活用することo

ii アに規定する緩和ケアチームと連携し､スクリーニングされたがん

痔痛をはじめとするがん患者の苦痛を迅速かつ適切に緩和する体削を

整備すること｡

in 医師から診断結果や病状を説明する際は､以下の体制を整備するこ

と｡

a 看護師や医療心理に携わる者等の同席を基本とすること.ただし､

患者とその家族等の希望に応じて同席者を調整すること｡

b 説明時には､初期治療内容のみならず長期的視野に立ち治療プロ

セス全体について十分なインフォームドコンセントに努めること｡
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C また､必要に応じて看護師等によるカウンセリングを活用する等､

安心して医療を受けられる体制を整備すること｡

Ⅳ 医療用麻薬等の鎮痛薬の初回使用や用量の増減時には､医師からの

説明とともに薬剤師や看護師等による服薬指導を実施 し､その際には

自記式の服薬記録を整備活用することにより､外来治療中も医療用麻

薬等の使用を自己管理できるよう指導することD

ウ 緩和ケアががんと診断された時から提供されるよう､アに規定する緩

和ケアチームにより､以下の緩和ケアが提供される体制を整備することo

i 週1回以上の頻度で､定期的に病棟ラウンド及びカンファレンスを

行い､苦痛のスクリーニング及び症状緩和に努めること｡なお､当該

病棟ラウンド及びカンファレンスには必要に応じ主治医や病棟看護師

等の参加を求めることo

ii がん痩痛をはじめとするがん患者の苦痛に対して､必要に応 じて初

回処方を緩和ケアチームで実施する等､院内の診療従事者と連携 し

迅速かつ適切に緩和する体制を整備することo

iii 外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備することQ

※1 なお､ ｢外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制｣とは､

医師による全人的な緩和ケアを含めた専門的な緩和ケアを提供する

定期的な外来であり､疹痛のみに対応する外来や診療する曜日等が

定まっていない外来は含まないQ

※2 また､外来診療日については､外来診療表等に明示し､患者の外

来受診や地域の医療機関の紹介を円滑に行 うことができる体制を整

備すること｡

Ⅳ (2)の②のクに規定する看護師は､苦痛のスクリーニングの支援

や専門的緩和ケアの提供に関する調整等､外来看護業務を支援 ･強化

すること｡また､主治医及び看護師等と協働 し､必要に応 じてがん患

者カウンセリングを実施することo

v (2)の①のオに規定する専従の医師は､手術療法 ･化学療法 ･放

射線治療等､がん診療に関するカンファレンス及び病棟回診に参加し､

適切な助言を行 うとともに､必要に応じて共同して診療計画を立案す

ることQまた､ (2)の①のオに規定する専任の医師に関しても､が

ん診療に関するカンファレンス及び病棟回診に参加することが望まし

いO

Ⅵ 緩和ケアに係る診療や相談支援の件数及び内容､医療用麻薬の処方

量､苦痛のスクリーニング結果など､院内の緩和ケアに係る情報を把

握 ･分析し､評価を行 うこと｡
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エ イ及びクの連携を以下により確保することとする｡

i アに規定する緩和ケアチーム-がん患者の診療を依頼する手順には､

医師だけではなく､看護師や薬剤師など他の診療従事者からも依頼で

きる体制を確保すること｡

並 アに規定する緩和ケアチーム-がん患者の診療を依頼する手順など､

評価された苦痛に対する対応を明確化し､院内の全ての診療従事者に

周知するとともに､患者とその家族に緩和ケアに関する診療方針を提

示することo

iii がん治療を行 う病棟や外来部門には､緩和ケアの提供について診療

従事者の指導にあたるとともに緩和ケアの提供体制についてアに規定

する緩和ケアチーム-情報を集約するため､緩和ケアチームと各部署

をつなぐリンクナース (医療施設において､各種専門チームや委員会

と病棟看護師等をつなぐ役割を持つ看護師のことをいうO以下同

じD)を配置することが望ましいQ

オ アからェにより､緩和ケアの提供がなされる旨を､院内の見やすい場

所での掲示や入院時の資料配布等により､がん患者及び家族に対しわか

りやすく情報提供を行うこと｡

カ かかりつけ医の協力 ･連携を得て､主治医及び看護師がアに規定する

緩和ケアチームと共に､退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上

必要な説明及び指導を行うこと｡

キ 緩和ケアに関する要請及び相談に関する受付窓口を設けるなど､地域

の医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備すること｡

⑥ 病病連携 ･病診連携の協力体制

ア 地域の医療機関から紹介されたがん患者の受入れを行うこと｡また､

がん患者の状態に応じ､地域の医療機関-がん患者の確介を行うこと｡

その際､緩和ケアの提供に関しては､2次医療圏内の緩和ケア病棟や在

宅緩和ケアが提供できる診療所等のマップやリストを作成する等､患者

やその家族に対し常に地域の緩和ケア提供体制について情報提供できる

体制を整備すること｡

イ 病理診断又は画像診断に関する依頼､手術､放射線治療､化学療法又

は緩和ケアの提供に関する相談など､地域の医療機関の医師と相互に診

断及び治療に関する連携協力体制を整備すること.

ウ 我が国に多いがんその他必要ながんについて､地域連携クリティカル

パス (がん診療連携拠点病院等と地域の医療機関等が作成する診療役割

分担表､共同診療計画表及び患者用診療計画表から構成されるがん患者

に対する診療の全体像を体系化した表をいう｡以下同じ｡)を整備する

こと｡
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エ 2次医療圏内のがん診療に関する情報を集約 し､当該圏域内の医療機

関やがん患者等に対し､情報提供を行 うことO

オ 必要に応 じて院内又は地域の歯科医師と連携 し､がん患者に対して口

腔ケアを実施することが望ましいO

カ 地域連携時には､がん痩痛等の症状が十分に緩和された状態での退院

に努め､症状緩和に係る院内クリティカルパスに準じた地域連携クリテ

ィカルパスやマニュア/レを整備するなど院内での緩和ケアに関する治療

が在宅診療でも継続 して実施できる体制を整備することC

キ ク及びカに規定する地域連携クリティカルパス等を活用するなど､地

域の医療機関等と協力し､必要に応 じて､退院時に当該がん患者に関す

る共同の診療計画の作成等を行 うことO

ク 退院支援に当たっては､主治医､緩和ケアチーム等の連携により療養

場所等に関する意志決定支援を行 うとともに､必要に応 じて地域の在宅

診療に携わる医師や訪問看護師等と退院前カンファレンスを実施するこ

とD

⑦ セカンドオピニオンの提示体制

ア 我が国に多いがんその他当該施設で対応可能ながんについて､手術療

法､放射線治療､化学療法又は緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能

を有する医師によるセカンドオピニオン (診断及び治療法について､主

治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見をいうO以下同じ｡)

を提示する体制を整備すること｡また地域がん診療病院とグループ指定

を受けている場合には､地域がん診療病院と連携 しセカンドオピニオン

を提示する体制を整備することO

イ がん患者とその家族に対して診療に関する説明を行 う際には､他施設

におけるセカンドオピニオンの活用についても説明を行 う体制を整備す

ること｡その際､セカン ドオピニオンを求めることにより不利益を被る

ことがない旨を明確に説明する体制を整備することO

(2)診療従事者

① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置

ア 当該施設で対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手

術療法に携わる常勤の医師を1人以上配置すること｡

イ 専任 (当該診療の実施を専ら担当していることをいうCこの場合にお

いて､ ｢専ら担当している｣とは､担当者となっていればよいものとし､

その他診療を兼任 していても差し支えないものとする｡ただし､その就

業時間の少なくとも5割以上､当該診療に従事している必要があるもの

とするC以下同じO)の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有

-7-



する医師を1人以上配置することOなお､当該医師については､原則と

して常勤であることo

ウ 専従 (当該診療の実施日において､当該診療に専ら従事していること

をいう｡この場合において､ ｢専ら従事している｣とは､その就業時間

の少なくとも8割以上､当該診療に従事していることをいう｡以下同

じ｡)の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人

以上配置することOなお､当該医師については､原則として常勤である

こと｡

エ 専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を

1人以上配置すること｡なお､当該医師については､原則として専従で

あることO

オ (1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに､専任の身体症状の緩和

に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置することD

なお､当該医師については､原則として常勤であること｡また､専従で

あることが望ましい｡

(1)の6)のアに規定する緩和ケアチームに､精神症状の緩和に携わ

る専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置すること｡なお､

当該医師については､専任であることが望ましい｡また､常勤であるこ

とが望ましいC

なお､この場合の専任の要件の適用にあたっては､実際に身体症状

の緩和を実施していることの他に､他の診療を兼任しながら､身体症状

の緩和を実施する必要が生じたときには直ちにこれに対応できる体制を

とっていること等も含め､その就業時間の5割以上､身体症状の緩和に

従事している必要があるO

カ 専従の病理診断に携わる常勤の医師を1人以上配置することOなお､

当該病理診断には､病理解剖等の病理診断に係る周辺業務を含むものと

する｡

キ 医師 ･歯科医師 ･薬剤師調査に基づく当該 2次医療圏の医師数 (病院

の従事者)が概ね300人を下回る2次医療圏においては､当面の間､

ィ､ク､カに規定する専門的な知識及び技能を有する医師の配置は必須

要件とはしないが､以下の要件を満たすことo

i 専任の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1

人以上配置すること｡なお､当該医師については､原則として常勤で

あることO

正 専従の病理診断に携わる医師を1人以上配置すること.なお､当該

病理診断には､病理解剖等の病理診断に係る周辺業務を含むものとす

る｡
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② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置

ア 専従の放射線治療に携わる常勤の診療放射線技師を1人以上配置する

こと｡なお､当該技師を含め､ 2人以上の放射線治療に携わる診療放射

線技師を配置することが望ましいCまた､当該技師は日本放射線治療専

門放射線技師認定機構が認定を行 う放射線治療専門放射線技師であるこ

とが望ましい｡

専任の放射線治療における機器の精度管理､照射計画の検証､.照射計

画補助作業等に携わる常勤の技術者等を1人以上配置すること｡なお､

当該技術者等は一般財団法人日本医学物理士認定機構が認定を行う医学

物理士であることが望ましい｡

放射線治療室に専任の常勤看護師を1人以上配置することOなお､当

該看護師は公益社団法人日本看護協会が認定を行うがん放射線療法看護

認定看護師であることが望ましい｡

イ 専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師

を1人以上配置することOなお､当該薬剤師は一般社団法人日本医療薬

学会が認定を行うがん専門薬剤師､一般社団法人日本病院薬剤師会が認

定するがん専門薬剤師､がん薬物療法認定薬剤師であることが望ましい｡

(3)の①のイに規定する外来化学療法室に､専任の化学療法に携

わる専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置するこ

と｡なお､当該看護師については､原則として専従であること｡また､

当該看護師は公益社団法人日本看護協会が認定を行 うがん看護専門着護

師又はがん化学療法看護認定看護師であることが望ましい｡

ウ (1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに､専従の緩和ケアに携わ

る専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置すること｡

なお､当該看護師は公益社団法人日本看護協会が認定を行 うがん看護専

門看護師､緩和ケア認定看護師､がん性疹痛看護認定看護師のいずれか

であること｡

(1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師及び医療

心理に携わる者をそれぞれ 1人以上配置することが望ましい｡当該薬剤

師は一般社団法人日本緩和医療薬学会が認定する緩和薬物療法認定薬剤

師であることが望ましい｡また､当該医療心理に携わる者は財団法人日

本臨床心理士資格認定協会が認定する臨床心理士であることが望ましい｡

エ 専任の細胞診断に係る業務に携わる者を1人以上配置することOなお､

当該者は公益社団法人日本臨床細胞学会が認定を行う細胞検査士である

ことが望ましい｡
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③ その他

ア がん患者の状態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう､各診

療科の医師における情報交換 ･連携を恒常的に推進する観点から､各診

療科を包含する居室等を設置することが望ましい｡

イ 地域がん診療連携拠点病院の長は､当該拠点病院においてがん医療に

携わる専門的な知識及び技能を有する医師の専門性及び活動実績等を定

期的に評価 し､当該医師がその専門性を十分に発揮できる体制を整備す

ることoなお､当該評価に当たっては､手術 ･放射線治療 ･化学療法の

治療件数 (放射線治療 ･化学療法については､入院 ･外来ごとに評価す

ることが望ましい｡)､紹介されたがん患者数その他診療連携の実績､

論文の発表実績､研修会 ･日常診療等を通じた指導実績､研修会 ･学会

等-の参加実績等を参考とすること｡

(3)医療施設

① 専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設置

ア 放射線治療に関する機器を設置すること｡ただし､当該機器は､リニ

アックなど､体外照射を行 うための機器であること｡

イ 外来化学療法室を設置すること.

ウ 原則として集中治療室を設置することO

エ 白血病を専門とする分野に掲げる場合は､無菌病室を設置すること｡

オ 術中迅速病理診断を含めた病理診断が実施可能である病理診断室を設

置することO

カ 病棟､外来､イに規定する外来化学療法室等に､集学的治療等の内容

や治療前後の生活における注意点などに関して､冊子や視聴覚教材など

を用いてがん患者及びその家族が自主的に確認できる環境を整備するこ

と｡

キ がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語 り合 うための場を設け

ることが望ましい｡

② 敷地内禁煙等

敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取り組むこと｡

2 診療実績

(1)(Dまたは②を概ね満たすことO

① 以下の項目をそれぞれ満たすこと｡

ア 院内がん登録数 (入院､外来は問わない自施設初回治療分)年間50

0件以上

イ 悪性腫癌の手術件数 年間400件以上
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ウ がんに係る化学療法のべ患者数 年間1000人以上

工 放射線治療のべ患者数 年間200人以上

② 当該2次医療圏に居住するがん患者のうち､2割程度について診療実績

があること｡

※ この場合の診療実績は､各施設の年間新入院がん患者数を分子とし､

患者調査の ｢病院の推計退院患者数 (患者住所地もしくは施設住所地)

,二次医療圏×傷病分類別｣の当該 2次医療圏の悪性新生物の数値を

12倍 したものを分母とするO分子の数値はがん診療連携拠点病院現況

報告の数値を用い､分母の数値には原則として患者調査の最新公開情報

を用いること｡

3 研修の実施体制

(1) 別途定める ｢プログラム｣に準拠 した当該 2次医療圏においてがん医療

に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を毎年定期的に実施する

ことQまた､施設に所属する初期臨床研修 2年目から初期臨床研修修了後

3年目までの全ての医師が当該研修を修了する体制を整備すること｡なお､

研修修了者について､患者とその家族に対してわかりやすく情報提供する

ことO

(2) (1)のほか､原則として､当該 2次医療圏においてがん医療に携わる

医師等を対象とした早期診断､副作用対応を含めた放射線治療 ･化学療法

の推進及び緩和ケア等に関する研修を実施すること｡なお､当該研修につ

いては､実地での研修を行 うなど､その内容を工夫するように努めること｡

(3) 診療連携を行っている地域の医療機関等の診療従事者も参加する合同の

カンファレンスを毎年定期的に開催すること｡

(4) 看護師を対象としたがん看護に関する総合的な研修を定期的に実施す

ること｡

(5) 医科歯科連携による口腔ケアを推進するために､歯科医師等に対する

がん患者の口腔ケア等の研修の実施に協力することが望ましい｡

4 情報の収集提供体制

(1)相談支援センター

相談支援を行 う機能を有する部門 (以下 ｢相談支援センター｣という｡なお､

病院固有の名称との併記を認めた上で､必ず ｢がん相談支援センター｣と表記

すること｡)を設置し､①から⑥の体制を確保した上で､当該部門においてア

からシまでに掲げる業務を行 うこと｡なお､院内の見やすい場所に相談支援セ

ンターによる相談支援を受けられる旨の掲示をするなど､相談支援センターに

ついて積極的に周知することO
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① 国立がん研究センターがん対策情報センター (以下 ｢がん対策情報セ

ンター｣というo)による ｢相談支援センター相談員研修 ･基礎研修｣

(1)～ (3)を修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞ

れ 1人ずつ配置することD

② 院内及び地域の診療従事者の協力を得て､院内外のがん患者及びその家

族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備す

ることOまた､相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携

協力体制の構築に積極的に取り組むこと｡

③ 相談支援について､都道府県協議会等の場での協議を行い､都道府県拠

点病院､地域拠点病院､特定領域拠点病院､地域がん診療病院の間で情報

共有や役割分担を含む協力体制の構築を行う体制を確保すること0

④ 相談支援センターの機能について､主治医等から､がん患者及びその家

族に対し､周知が図られる体制を整備することO

⑤ 相談支援センターの業務内容について､相談者からフィー ドバックを得

る体制を整備することが望ましいO

⑥ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には､連携協力により相

談支援を行う体制を整備することC

<相談支援センターの業務>

ア がんの病態､標準的治療法等がん診療及びがんの予防 ･早期発見等に関

する一般的な情報の提供

イ 診療機能､入院 ･外来の待ち時間及び診療従事者の専門とする分野 ･経

歴など､地域の医療機関及び診療従事者に関する情報の収集､提供

ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介

エ がん患者の療養上の相談

オ 就労に関する相談 (産業保健等の分野との効果的な連携による提供が望

ましい｡)

カ 地域の医療機関及び診療従事者等におけるがん医療の連携協力体制の事

例に関する情報の収集､提供

キ アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談

ク HTLV-1関連疾患であるATLに関する医療相談

ケ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポー トグループ活動や患者サ

ロンの定期開催等の患者活動に対する支援

コ 相談支援センターの広報 ･周知活動

サ 相談支援に携わる者に対する教育と支援サービス向上に向けた取組

シ その他相談支援に関すること

※ 業務内容については相談支援センターと別部門で実施されることもあ
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ることから､その場合にはその旨を掲示し必要な情報提供を行 うことO

(2)院内がん登録

① 健康局総務課長が定める ｢標準登録様式｣に基づく院内がん登録を実施

することOなお､がん登録等の推進に関する法律 (平成 25年法律第 11

1号)施行後は同法に基づく院内がん登録を実施すること｡

② 国立がん研究センターによる研修を修了した専従の院内がん登録の実務

を担 う者を1人以上配置すること｡なお､当該実務者は診療ガイ ドライン

の改定等を踏まえ必要に応じて再度研修を受講すること｡

③ 毎年､院内がん登録の集計結果等を国立がん研究センターに情報提供す

ることO

(参 院内がん登録を活用することにより､都道府県の実施する地域がん登録

事業等に必要な情報を提供することQ

(3)その他

① 我が国に多いがん以外のがんについて､集学的治療等を提供する体制を

有し､及び標準的治療等を提供している場合は､当該がんに対する診療内

容について病院ホームページ等でわかりやすく広報することO

(参 院内がん登録数や各治療法についてのがん種別件数について､ホームペ

ージ等での情報公開に努めること｡

③ 地域を対象として､緩和ケアやがん教育をはじめとするがんに関する普

及啓発に努めることO

④ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける際には､連携先の地域がん診

療病院名やその連携内容､連携実績等について病院ホームページ､パンフ

レット等でわかりやすく公表すること0

5 臨床研究及び調査研究

(1)政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究-の協力体制を整備すること｡

(2)臨床研究等を行っている場合は､次に掲げる事項を実施すること｡

① 進行中の臨床研究 (治験を除くo以下同じo)の概要及び過去の臨床研

究の成果を広報すること｡

② 参加中の治験について､その対象であるがんの種類及び薬剤名等を広報

することが望ましい｡

③ 臨床研究コーディネーター (CRC)を配置することが望ましいO

④ 臨床研究 ･治験に対する普及啓発を進め､患者に対して臨床研究 ･治験

に関する適切な情報提供に努めることO
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6 PDCAサイクルの確保

(1) 自施設の診療機能や診療実績､地域連携に関する実績や活動状況の他､

がん患者の療養生活の質について把握 ･評価し､課題認識を院内の関係者

で共有した上で､組織的な改善策を講じることD

(2) これらの実施状況につき都道府県拠点病院を中心に都道府県内のがん診

療連携拠点病院､特定領域拠点病院､地域がん診療病院において､情報共

有と相互評価を行うとともに､地域に対してわかりやすく広報することo

M 定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件につ

上二三

医療法 (昭和23年法律第205号)第4条の2に基づく特定機能病院を地域

拠点病院として指定する場合には､Ⅱの地域拠点病院の指定要件に加え､次の要

件を満たすこと｡

1 組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し放射線治療を行う機能を有

する部門 (以下 ｢放射線治療部門｣という｡)を設置し､当該部門の長として､

専従の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を配置する

こと｡

2 組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し化学療法を行う機能を有す

る部門 (以下 ｢化学療法部門｣というO)を設置し､当該部門の長として､専任

の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を配置すること｡

なお､当該医師については､専従であることが望ましい0

3 当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院､特定領域拠点病院､地域がん診

療病院等の医師等に対し､高度ながん医療に関する研修を実施することが望まし

いO

4 他のがん診療連携拠点病院､特定領域拠点病院､地域がん診療病院に対する医

師の派遣による診療支援に積極的に取り組むことD

Ⅳ 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について

都道府県拠点病院は､当該都道府県におけるがん診療の質の向上及びがん診療

連携協力体制の構築､pDCAサイクルの確保に関し中心的な役割を担い､Ⅱの

地域拠点病院の指定要件に加え､次の要件を満たすこと｡ただし､特定機能病院

を都道府県拠点病院として指定する場合には､Ⅲの特定機能病院を地域拠点病院

として指定する場合の指定要件に加え､次の要件 (3の (1)､ (2)を除

く｡)を満たすこと｡

1 都道府県における診療機能強化に向けた要件

(1) 当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する

医師 ･薬剤師 ･看護師等を対象とした研修を実施すること0

-14-



(2) 地域拠点病院､特定領域拠点病院､地域がん診療病院等に対し､情報提

供､症例相談及び診療支援を行 うこと｡

(3) 地域拠点病院､特定領域拠点病院､地域がん診療病院に対し､診療機能

や診療実績等の情報提供を求め､必要に応 じ､実地調査を行 うこと等によ

り､当該都道府県内のがん診療等の状況に関する情報を収集､分析､評価

し､改善を図ること｡

(4) 都道府県協議会を設置し､当該協議会は､当該都道府県内のがん診療に

係る情報の共有､評価､分析及び発信を行 うとともに､診療の質向上につ

ながる取組に関して検討 し､実践するため､次に掲げる事項を行 うこと｡

① 地域がん診療病院とがん診療連携拠点病院とのグループ指定における､

地域性に応じたグループ内での役割分担を明確にした上でのグループ指

定の組み合わせを決定すること｡

② 都道府県内のがん診療連携拠点病院､特定領域拠点病院､地域がん診

療病院の診療実績等を共有すること｡ (地域連携クリティカルパスの活

用実績や地域の医療機関との紹介 ･逆紹介の実績､相談支援の内容別実

績､がん患者の療養生活の質の向上に向けた取組状況等を含む｡)

③ 当該都道府県におけるがん診療及び相談支援の提供における連携協力

体制について検討すること｡

④ 当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院､特定領域拠点病院､地

域がん診療病院が作成している地域連携クリティカルパスの一覧を作成

･共有することO

⑤ 当該都道府県内の院内がん登録のデータの分析､評価等を行 うこと｡

⑥ 当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院､特定領域拠点病院､地

域がん診療病院-の診療支援を行 う医師の派遣に係る調整を行 うことO

⑦ Ⅱの3の (1)に基づき当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院

が実施するがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修そ

の他各種研修に関する計画を作成すること｡

⑧ 当該都道府県内の医療機関における診療､緩和ケア外来､相談支援セ

ンター､セカンドオピニオン､患者サロン､患者支援団体､在宅医療等

-のアクセスについて情報を集約し医療機関間で共有するとともに､冊

子やホームページ等でわかりやすく広報すること｡

⑨ 国協議会との体系的な連携体制を構築すること｡

⑩ 国立がん研究センターによる研修に関する情報や国協議会での決定事

項が確実に都道府県内で共有される体制を整備すること｡

2 都道府県における相談支援機能強化に向けた要件

(1) 相談支援業務として､都道府県内の医療機関で実施されるがんに関する
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臨床試験について情報提供を行 うとともに､希少がんに関しては適切な相

談を行 うことができる医療機関-の紹介を含め､相談支援を行 うことが望

ましい｡

(2) 相談支援に携わる者のうち､原則として少なくとも1人は国立がん研究

センターによる相談員指導者研修を修了していることQ

(3) 地域拠点病院､特定領域拠点病院､地域がん診療病院の相談支援に携わ

る者に対する継続的かつ系統的な研修を行 うこと｡

3 都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件

(1) 放射線治療部門を設置し､当該部門の長として､専従の放射線治療に携

わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を配置すること｡

(2) 化学療法部門を設置し､当該部門の長として､専任の化学療法に携わる

専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を配置すること｡なお､当該医

師については､専従であることが望ましい｡

(3) 緩和ケアチーム､緩和ケア外来､緩和ケア病棟等を有機的に統合する緩

和ケアセンターを整備し､当該緩和ケアセンターを組織上明確に位置づけ

ること｡緩和ケアセンターは､緩和ケアチームが主体となり以下の活動を

行い専門的緩和ケアを提供する院内拠点組織とするCなお､当該緩和ケア

センターは平成28年3月までに整備すること.

① 公益社団法人日本看護協会が認定を行 うがん看護専門看護師や緩和ケ

ア認定者講師をはじめとするがん看護関連の認定看護師等による定期的

ながん看護カウンセリング (がん看護外来)を行 うこと｡

② 看護カンファレンスを週 1回程度開催 し､患者とその家族の苦痛に関す

る情報を外来や病棟看護師等と共有すること｡

③ 緊急緩和ケア病床を確保し､かかりつけ患者や連携協力リス トを作成し

た在宅療養支援診療所等からの紹介患者を対象として､緊急入院体制を整

備することO

④ 地域の病院や在宅療養支援診療所､ホスピス ･緩和ケア病棟等の診療従

事者と協働 して､緩和ケアにおける連携協力に関するカンファレンスを月

1回程度定期的に開催することC

⑤ 連携協力している在宅療養支援診療所等を対象にした患者の診療情報に

係る相談等､いつでも連絡を取れる体制を整備すること｡

⑥ 相談支援センターとの連携を図り､がん患者とその家族に対して､緩和

ケアに関する高次の相談支援を提供する体制を確保すること｡

⑦ がん診療に携わる診療従事者に対して定期的な緩和ケアに関する院内研

修会等を開催し､修了者を把握する等､研修の運営体制を構築すること｡

⑧ 緩和ケアセンターの構成員が参加するカンファレンスを過 1回以上の頻

度で開催し､緩和ケアセンターの運営に関する情報共有や検討を行 うことD
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⑨ 緩和ケアセンターには､Ⅱの1の (2)の①のオに規定する緩和ケアチ

ームの医師に加えて､以下の専門的な知識及び技能を有する医師を配置す

ることO

ア 緩和ケアセンターの機能を統括する医師を緩和ケアセンター長として

1人配置すること｡なお､当該医師については､常勤であり､かつ､院

内において管理的立場の医師であること｡

イ 緊急緩和ケア病床を担当する専門的な知識及び技能を有する医師を1

人以上配置すること｡なお､当該医師については､原則として常勤であ

ること｡また､Ⅱの 1の (2)の(Dのオに規定する緩和ケアチームの医

師との兼任を可とする｡当該医師については､夜間休日等も必要時には

主治医や当直担当医と連絡を取ることができる体制を整備することO

⑬ 緩和ケアセンターには､IIの1の (2)の②のりに規定する緩和ケア

チームの構成員に加えて以下の専門的な知識及び技能を有する医師以外

の診療従事者を配置すること｡

ア 緩和ケアセンターの機能を管理 ･調整する､専従のジェネラルマネー

ジャーを配置することQジェネラルマネージャーは､常勤の組織管理経

験を有する看護師であることOまた､公益社団法人日本看護協会が認定

を行うがん看護専門看護師または緩和ケア認定看護師､がん性疫病看護

認定看護師のいずれかであることが望ましいO

イ アに規定するジェネラルマネージャーとは別に､専従かつ常勤の看護

師を2人以上配置することCなお､当該看護師は公益社団法人日本看護

協会が認定を行うがん看護専門看護師または緩和ケア認定看護師､がん

性疹痛看護認定看護師のいずれかであること｡また､当該看護師はⅡの

1の (2)の②のクに規定する看護師との兼任を可とする｡

り 緩和ケアセンターの業務に協力する薬剤師を配置することOなお､当

該薬剤師は一般財団法人日本緩和医療薬学会が認定する緩和薬物療法認

定薬剤師であることが望ましい｡

エ 緩和ケアセンターにおける相談支援業務に専任の相談支援に携わる者

を1人以上配置することOまた､当該者については相談支援センターの

相談支援に携わる者との兼任および､相談支援センター内にて当該業務

に従事することを可とするO

オ ジェネラルマネージャーを中心に､歯科医師や医療心理に携わる者､

理学療法士､管理栄養士､歯科衛生士などの診療従事者が連携すること

が望ましい0

4 院内がん登録の質的向上に向けた要件

(1) 都道府県内の医療機関が実施する院内がん登録の精度の向上のため､
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院内がん登録実務者として国立がん研究センターの実施する指導者研修

を修了した者を配置することが望ましいO

(2) 都道府県内の院内がん登録に関する情報の収集及び院内がん登録実務者

の育成等を行 うことが望ましい0

5 PDCAサイクルの確保

Ⅱの6の (2)に規定する､都道府県内のがん診療連携拠点病院､特定領域拠

点病院､地域がん診療病院におけるPDCAサイクルの確保について､中心とな

って情報共有と相互評価を行い､地域に対してわかりやすく広報することC

V 国立がん研究センターの中央病院及び束病院の指定要件について

国立がん研究センター中央病院及び東病院は､Ⅲの特定機能病院を地域がん診療

連携拠点病院として指定する場合の指定要件を満たすこと｡

Ⅵ 特定領域がん診療連携拠点病院の指定要件について

1 特定のがんについて､集学的治療等を提供する体制を有するとともに､標準

的治療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること｡また､当該がん

について当該都道府県内で最も多くの患者を診療していること｡

2 Ⅱに規定する地域がん診療連携拠点病院の指定要件を満たすこと｡ただし､が

んの種類に応じて必要な治療法が異なる可能性があるため､指定にあたってはⅡ

の要件のうち満たしていない項目がある場合には､個別に指定の可否を検討する0

3 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対してがん診

療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の提供を行うこと｡

4 特定領域における高い診療技術や知識を共有する観点から､がん診療連携拠点

病院等との人材交流､合同のカンファレンス､診療業務や相談支援業務における

情報共有等を行うことが望ましいC

Ⅶ 地域がん診療病院の指定要件について
1 診療体制

(1)診療機能

① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供

ア 我が国に多いがんを中心として､集学的治療等を提供する体制を有す

るとともに､標準的治療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供す

ること｡ただし､集学的治療や標準的治療を提供できないがんについて

は､グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携と役割分担に

より対応できる体制を整備すること｡

イ 確実な連携体制を確保するため､グループ指定を受けるがん診療連携

拠点病院と定期的な合同のカンファレンスを開催すること0
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ウ 地域がん診療病院の診療機能確保のための支援等に関するがん診療連

携拠点病院との人材交流計画を提出し､その計画に基づいた人材交流を

行うこと｡

エ 標準的治療等の均てん化のため､グループ指定を受けるがん診療連携

拠点病院と連携することにより､対応可能ながんについてクリティカル

パスを整備し活用状況を把握すること｡

オ がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう､キャ

ンサーボー ドを設置し､定期的に開催することOなお､構成員について

は､必要に応じてグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携

により確保すること｡

② 手術療法の提供体制

ア 我が国に多いがんに対する手術のうち､提供が困難であるものについ

てはグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により提供で

きる体制を整備すること｡

イ グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより術

中迅速病理診断を提供できる体制を整備すること｡なお､当該体制は遠

隔病理診断でも可とする｡

③ 放射線治療の提供体制

設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には､グル

ープ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより放射線治療

を提供できる体制を整備すること｡

④ 化学療法の提供体制

ア (3)の①のイに規定する外来化学療法室において化学療法を提供す

る当該がん患者が急変時等の緊急時に入院できる体制を確保すること｡

イ グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により､化学療

法のレジメンを審査するとともに､標準的な化学療法を提供できる体制

を整備すること｡

⑤ 緩和ケアの提供体制

Ⅱの1の (1)の⑤に定める要件を満たすことo

⑤ 病病連携 ･病診連携の協力体制

グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により､Ⅱの1の

(1)の⑥に定める要件を満たすこと｡
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⑦ セカンドオピニオンの提示体制

ア 我が国に多いがんその他対応可能ながんについて､手術療法､放射線

治療､化学療法又は緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する医

師によるセカンドオピニオンを提示できる体制を整備すること｡またグ

ループ指定のがん診療連携拠点病院との連携による提示も可とするO

イ 患者とその家族に対して診療に関する説明を行う際には､他施設にお

けるセカンドオピニオンの活用についても説明を行う体制を整備するこ

とOその際､セカンドオピニオンを求めることにより不利益を被ること

がない旨を明確に説明する体制を整備することO

(2)診療従事者

(丑 専門的な知識及び技能を有する医師の配置

ア 対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手術療法に携

わる医師を1人以上配置することO

イ 放射線治療を実施する場合には､専門的な知識及び技能を有する専従

の放射線治療に携わる医師を1人以上配置すること｡

ウ 専門的な知識及び技能を有する化学療法に携わる常勤の医師を1人以

上配置すること｡なお､当該医師は原則専任であること｡

エ (1)の⑤に規定する緩和ケアチームに､専任の身体症状の緩和に携

わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置すること｡なお､

当該医師については､原則として常勤であること｡また､専従であるこ

とが望ましい｡

(1)の⑤に規定する緩和ケアチームに､精神症状の緩和に携わる専

門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置することOなお､当該

医師については､専任であることが望ましい｡また､常勤であることが

望ましいO

なお､この場合の専任の要件の適用にあたっては､実際に身体症状

の緩和を実施していることの他に､他の診療を兼任しながら､身体症状

の緩和を実施する必要が生じたときには直ちにこれに対応できる体制を

とっていること等も含め､その就業時間の5割以上､身体症状の緩和に

従事している必要があるO

オ 専任の病理診断に携わる医師を1人以上配置することが望ましい｡

② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置

ア 放射線治療を実施する場合には､専従かつ常勤の診療放射線技師を1

人以上配置すること｡なお､当該技師は日本放射線治療専門放射線技師

認定機構が認定を行う放射線治療専門放射線技師であることが望ましい｡
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放射線治療を実施する場合には､専任かつ常勤の看護師を1人以上配置

することが望ましい｡なお､当該看護師は公益社団法人日本看護協会が

認定を行うがん放射線療法看護認定看護師であることが望ましい｡

イ 外来化学療法圭に専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有

する常勤の看護師を1人以上配置すること｡当該看護師は専従であるこ

とが望ましいoまた､当該看護師は公益社団法人日本看護協会が認定を

行うがん看護専門看護師もしくはがん化学療法看護認定看護師であるこ

とが望ましい｡

専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤

師を1人以上配置することが望ましい｡

ウ (1)の6)に規定する緩和ケアチームに､専従の緩和ケアに携わる専

門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置すること｡ま

た､当該看護師は公益社団法人日本看護協会が認定を行 うがん看護専門

看護師､緩和ケア認定看護師､がん性痩痛看護認定看護師のいずれかで

あることが望ましい｡

(1)の⑤に規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師及び医療心理

に携わる者をそれぞれ 1人以上配置することが望ましい｡

エ 細胞診断に係る業務に携わる者を1人以上配置すること｡なお､当該

者は公益社団法人日本臨床細胞学会が認定を行 う細胞検査士であること

が望ましい｡

(3)医療施設

① 専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設置

ア 自施設で放射線治療を提供する場合には､放射線治療機器を設置する

こと｡ただし､当該機器は､リニアックなど､体外照射を行 うための機

器であることQ

イ 外来化学療法室を設置すること｡

ウ 集中治療室を設置することが望ましい｡

エ 白血病を専門とする分野に掲げる場合は､無菌病室を設置すること｡

オ 術中迅速病理診断を含めた病理診断が実施可能である病理診断室を設

置することO

カ 病棟､外来､イに規定する外来化学療法室などに､集学的治療等の内

容や治療前後の生活における注意点などに関して､冊子や視聴覚教材な

どを用いてがん患者及びその家族が自主的に確認できる環境を整備する

こと｡

キ がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合 うための場を設け

ることが望ましい｡
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② 敷地内禁煙等

敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取り組むことC

2 診療実績

当該 2次医療圏のがん患者を一定程度診療していることが望ましい0

3 研修の実施体制

別途定める ｢プログラム｣に準拠した当該 2次医療圏においてがん医療に携わる

医師を対象とした緩和ケアに関する研修を毎年定期的に実施することが望ましい｡

グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により､施設に所属するが

ん医療に携わる医師が当該研修を修了する体制を整備すること｡なお､研修修了

者について､患者とその家族に対してわかりやすく情報提供すること｡

4 相談支援 ･情報提供 ･院内がん登録

(1)相談支援センター

① 国立がん研究センターによる研修を修了した専従及び専任の相談支援に

携わる者を1人ずつ配置すること｡当該者のうち､ 1名は相談員基礎研修

(1)､ (2)を､もう1名は基礎研修 (1)～ (3)を修了しているこ

と｡

② グループ指定のがん診療連携拠点病院との連携と役割分担によりⅡの4

の (1)に規定する相談支援業務を行 うこと｡

(2)院内がん登録

① 健康局総務課長が定める ｢標準登録様式｣に基づく院内がん登録を実施

することCなお､がん登録等の推進に関する法律 (平成 25年法律第 11

1号)施行後は同法に基づく院内がん登録を実施すること｡

② がん対策情報センターによる研修を修了した専従の院内がん登録の実務

を担 う者を1人以上配置すること｡なお､当該実務者は診療ガイ ドライン

の改定等を踏まえ必要に応じて再度研修を受講することO

③ 毎年､院内がん登録の集計結果等をがん対策情報センターに情報提供す

ることO

④ 院内がん登録を活用することにより､都道府県の実施する地域がん登録

事業等に必要な情報を提供すること｡

(3)その他

① 提供可能ながん医療についてわかりやすく患者に広報することO

② グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院名やその連携内容､連携実
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績等についてホームページ､パンフレット等でわかりやすく公表することo

Ⅷ

目について
1 既にがん診療連携拠点病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて

(1) 本指針の施行 日の時点で､旧通知の別添 ｢がん診療連携拠点病院の餐

備に関する指針｣ (以下 ｢旧指針｣という｡)に基づき､がん診療連携

拠点病院の指定を受けている医療機関 (以下 ｢既指定病院｣という｡)

にあっては､平成 27年 3月末日までの間に限り､この指針で定めるが

ん診療連携拠点病院として指定を受けているものとみなす｡ただし､地

域がん診療病院とのグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院にあっ

ては､平成27年3月末 日までの期間であっても､グループ指定におけ

る連携協力体制確保のため､Ⅱの1の (1)の①の工からカ､②のり､

③のク､④のエ､⑦のア､4の (3)の④の要件を満たしていることが

別途定める ｢現況報告書｣にて確認できる必要がある｡また､旧指針に

基づき平成28年 3月または平成 29年 3月まで指定を受けている既指

定病院にあっても､指定の有効期間は平成 27年 3月末日までとする｡

(2) 都道府県は､既指定病院を平成 27年4月 1日以降も引き続きがん診療

連携拠点病院として推薦する場合には､推薦意見書を添付の上､平成 26

年 10月末 日までに､別途定める ｢指定更新推薦書｣を厚生労働大臣に提

出することO都道府県拠点病院が Ⅰの1に規定する意見書を提出する場合

には､都道府県は ｢指定更新推薦書｣と同時に厚生労働大臣に提出するこ

と｡

ただし､既指定病院のうち､Ⅱの1の (2)の①のアからエ及びカに規

定する医師､②のア及びクに規定する看護師､アに規定する診療放射線技

師､エに規定する細胞診断に係る業務に携わる者､Ⅱの4の (1)の①に

規定する相談支援に携わる者､ (2)の②に規定する院内がん登録実務者

のいずれかの要件を満たしていない地域拠点病院､Ⅲの1に規定する医師

の要件を満たしていない地域拠点病院として指定を受けている特定機能病

院､Ⅳの3の (2)に規定する相談支援に携わる者､5の (1)に規定す

る院内がん登録実務者のいずれかの要件を満たしていない都道府県拠点病

院については､平成 27年4月 1日からの1年間に限り指定の更新を行 う

こととするOただしこの際にも､以下の要件を満たしていることを求めるO

① Ⅱの1の (2)の①のアからェ及びカに規定する医師､②のア及びり

に規定する看護師､Ⅱの4の (1)の①に規定する相談支援に携わる者､

(2)の②に規定する院内がん登録実務者のいずれかの要件を満たして

いない地域拠点病院

-23-



ア 専門的な知識及び技能を有する医師の配置

i 専任の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を

1人以上配置すること｡なお､当該医師については､原則として常

勤であること｡

ii 専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1

人以上配置すること｡なお､当該医師については､原則として常勤

であること｡

iii 専従の病理診断に携わる医師を1人以上配置することOなお､当

該病理診断には､病理解剖等の病理診断に係る周辺業務を含むもの

とする｡

イ 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置

i 専従の放射線治療に携わる常勤の診療放射線技師を1人以上配置

することo

ii Ⅱの1の (1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに､専従の緩

和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人

以上配置すること｡

ウ 相談支援に携わる者

がん対策情報センターによる ｢相談支援センター相談員研修 ･基

礎研修｣ (1)～ (2)を修了した専従及び専任の相談支援に携わ

る者をそれぞれ1人ずつ配置すること｡

エ 院内がん登録実務者

国立がん研究センターによる研修を修了した専任の院内がん登録

の実務を担う者を1人以上配置すること｡なお､当該実務者は診療

ガイ ドラインの改定等を踏まえ必要に応じて再度研修を受講するこ

と｡

② Ⅲの1に規定する医師の要件を満たしていない､地域拠点病院として

指定を受けている特定機能病院

放射線治療部門を設置し､当該部門の長として､専任の放射線治痩

に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を配置すること｡

なお､当該既指定病院は平成27年 10月末日までに提出する別途定め

る ｢現況報告書｣にて当該要件が満たされていることが確認できなければ､

平成28年4月1日以降指定の更新は認められないため留意すること0

また､平成 26年4月1日に本指針に基づく指定更新を行 うことができ

る場合には､別途定める ｢平成 26年度がん診療連携拠点病院等の指定の

推薦手続き等について｣に規定する手続きを行 うこと｡
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(3) ⅠからⅦの規定は､既指定病院の指定の更新について準用する｡

2 指定の推薦手続等について

(1) 都道府県は､ Ⅰの 1に基づく指定の推薦に当たっては､指定要件を満た

していることを確認の上､推薦意見書を添付し､毎年 10月末日までに､

別途定める ｢新規指定推薦書｣を厚生労働大臣に提出すること｡都道府県

拠点病院が Ⅰの1に規定する意見書を提出する場合には､都道府県は ｢新

規指定推薦書｣と併せて厚生労働大臣に提出すること｡

また､地域拠点病院を都道府県拠点病院として指定の推薦をし直す場合､

都道府県拠点病院を地域拠点病院として指定の推薦をし直す場合､特定領

域拠点病院と地域がん診療病院をがん診療連携拠点病院として指定の推薦

をし直す場合､がん診療連携拠点病院を特定領域拠点病院又は地域がん診

療病院として指定の推薦をし直す場合も､同様とすること｡

なお､平成 26年4月1日に本指針に基づく新規指定を行 うことができ

る場合には､別途定める ｢平成26年度がん診療連携拠点病院等の指定の

推薦手続き等について｣に規定する手続きを行うこと｡

(2)がん診療連携拠点病院 (国立がん研究センターの中央病院及び東病院を

除くO)､特定領域拠点病院､地域がん診療病院は､都道府県を経由し､

毎年10月末日までに､別途定める ｢現況報告書｣を厚生労働大臣に提出

すること｡

(3) EEl立がん研究センターの中央病院及び東病院は､毎年 10月末日までに

別途定める ｢現況報告書｣を厚生労働大臣に提出すること｡

3 指定の更新の推薦手続等について

(1) Ⅰの1及び3の指定は､4年ごとにその更新を受けなければ､その期間

の経過によって､その効力を失う｡

(2) (1)の更新の推薦があった場合において､ (1)の期間 (以下 ｢指定

の有効期間｣という｡)の満了の日までにその推薦に対する指定の更新が

されないときは､従前の指定は､指定の有効期間の満了後もその指定の更

新がされるまでの間は､なおその効力を有する (Ⅰの1に規定する第三者

によって構成される検討会の意見を踏まえ､指定の更新がされないときを

除く｡)O

(3) (2)の場合において､指定の更新がされたときは､その指定の有効期

間は､従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする｡

(4) 都道府県は､ (1)の更新の推薦に当たっては､指定要件を満たしてい

ることを確認の上､推薦意見書を添付し､指定の有効期間の満了する日の

前年の10月末日までに､別途定める ｢指定更新推薦書｣を厚生労働大臣
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に提出することo

(5) Ⅰの1から3及びⅡからⅦまでの規定は､ (1)の指定の更新について

準用するO

(6) 指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況が発生し

たがん診療連携拠点病院､特定領域拠点病院､地域がん診療病院は､文書

にて迅速に都道府県を通じてその旨について厚生労働大臣に届け出ること｡

地域がん診療病院においてグループ指定の組み合わせが変更される場合に

おいても同様に厚生労働大臣に届け出ること｡

(7) 指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況が発生し

た国立がん研究センターの中央病院及び東病院は､文書にて迅速にその旨

について厚生労働大臣に届け出ること｡

4 指針の見直しについて

健康局長は､がん対策基本法第 9条第8項において準用する同条第 3項の規定

によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると認める場合

には､この指針を見直すことができるものとする｡

5 施行期日

この指針は､平成26年 1月 10日から施行するQ
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がん診療連携拠点病院の

整備に関する指針(定義の抜粋)1我が国に多
いがん肺がん､胃

がん､肝がん､大腸がん及び乳がんをいう02 クリティカルパス検査及び治療等を含めた詳細な診療計画

表をいう｡ (クリニカルパスと同じO)3 キャンサーボー ド手術､

放射線診断､放射線治療､化学療法､病理診断及び緩和ケアに携わる専門的な知識

及び技能を有する医師その他の専門を異にする医師等によるがん患者の症状､状態及び治療方針等を意見交換 ･共有 ･検討 ･確認等するためのカンフ

ァレンスをいう

｡】4 レジメンl治療内容をいう｡5 リンクナース医療施設において､各種専門チームや委員会と病棟看護師等

をつなぐ役割を持つ看護師をいうO6 地域連携クリティカルパスがん診

療連携拠点病院等と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表､共同診療計画表及び患者用診療計画表から構成されるがん患者に対する診療の全体像を

体系化した表をいう｡

(地域連携クリニカルパスと同じ｡)7 セカンドオピニオン診断及び治療法について､主治医

以外の第三者の医師が提示する医療上の意見をいう｡l8 専倒当該診

療の実施を専ら担当していることをいう｡この場合において､ ｢専ら担当して

いる｣とは､担当者となっていればよいものとし､その他診療を兼任していても差し支えないものとするOただし､その就業時間の少なくとも5割以上



旦一阜些
当該診療の実施日において､当該診療に専ら従事していることをいう｡この場

合において､ ｢専ら従事している｣とは､その就業時間の少なくとも8割以上､

当該診療に従事していることをいう｡

10 放射線治療部門

組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し放射線治療を行 う機能を有す

る部門をいう｡

11化学療法部門
組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し化学療法を行 う機能を有する

部門をいう｡
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